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第１章 生物多様性について 1 
 第 1 章では、生物多様性に関する基本的な知識と生物多様性の恩恵と危機について記載し2 
ています。 3 
 4 
1. 生物多様性とは 5 
地球上では、動物や植物、微生物などの多種多様な生きものが、お互いに影響しあいなが6 

ら生きています。「生物多様性」とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことです。7 
生物多様性の豊かさは、長い時間をかけてできた様々なすがた・生活の仕方などの生物間の8 
違いによって生まれました。沖縄県においても様々な生きものを確認することができます。 9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
沖縄県は、東西約 1,000km、南北約 400km の海域に、大小多数の島々があります。島ご16 

との異なる地史、地形、気候により独自の生態系が形成されています。そのため、種・遺伝17 
子レベルともに固有な生物が多く生育・生息しており、沖縄県は日本のなかでも世界のなか18 
でも生物多様性の高い地域となっています。 19 
「生物多様性」には、「生態系」「種」「遺伝子」の 3 つのレベルの多様性があるとされてい20 

ます。各多様性については次のページからご覧ください。 21 
 22 

  23 
生物多様性の 3つのレベル  24 

 
 

同じ種でも遺伝子の違いによっ

て、様々な個性が生まれます 

様々な環境に様々な生態系があります 

例）森林生態系や河川生態系 など 

リュウキュウ 

ヤマガメ 
サガリバナ リュウキュウマツ サンゴ類 カクレクマノミ 

様々な生態系に様々な

種がいます 

例）山地林ではイボイ

モリやヤンバルクイ

ナ、海域ではウミガメ

やサンゴなど 
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(1) 生態系の多様性 1 
生態系の中にも、“森林”生態系、“河川”生態系、“サンゴ礁”生態系などいろいろな2 

種類の生態系が存在しています。それらに明確な境界はなく連続しており、相互に影響3 
し合いながら存在しています。このことを、“生態系”の多様性といいます。 4 
それぞれの生態系は、気候や地質などといった物理的な環境とそれぞれの生育環境に5 

適応した生物によって形成されています。そのため、その地域の中に多様な生態系が存6 
在することが、豊かな生物多様性をもつことにつながります。 7 

 8 

 9 
環境ごとに異なる生態系の多様性 10 

 11 

沖縄県は、海で隔たれた多くの島々で形成されており、それぞれの島で独自の生態系12 
を築いています。同じ環境の生態系であっても、島ごとの個性があります。同じ島内で13 
も地形や地質の違いから地域ごとの個性もあります。そのため、沖縄県は、豊かな生物14 
多様性をもっているといえます。 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 

島ごと・地域ごとに異なる生態系の多様性 25 

森 

里 

浜 海 

川 

小離島

高島 

低島 
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(2) 種の多様性 1 
沖縄県には、ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコ、オキナワセッコクなどの希少種2 

をはじめ、いろいろな種類の生きもの（動物・植物や菌類、バクテリア等）が生息・生3 
育しています。このことを“種”の多様性といいます。 4 

種が多様な生態系と少ない生態系の食物網イメージ図（矢印の先が捕食者） 5 
 6 

生態系を構成する生物種の数が多くなるほど、「生きもののつながり」が多様になり、7 
環境の変化や人為的影響によって種の一部が減少しても、他のつながりが維持されるこ8 
とで、生態系全体への影響が抑えられます。 9 

  10 

一般的に、種の多様性が高いほ

ど生きものたちはより複雑に関

係し、気候変動や病気の蔓延な

どで、一部の種がいなくなった

としても、生態系の機能が大

きく損なわれる可能性が低いと

考えられます。 

種の多様性が低いと、生きもの

たちのつながりは、単純なもの

になり、生態系のバランスが崩

れてしまうリスクが高くなって

います。 

種数が減少すると… 
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コラム Column   1   1 

注）このコラムは、令和 3 年度 沖縄県立博物館・美術館特別展「みんなの進化展－命はつながっている－」
の図録より、許可を得て引用しているものです。 
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 1 

 2 
  3 

コラム Column 

注）このコラムは、令和 3 年度 沖縄県立博物館・美術館特別展「みんなの進化展－命はつながっている－」
の図録より、許可を得て引用しているものです。 

  2 
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(3) 遺伝子の多様性 1 
私たち人間は、地理的に隔たった大陸や地域ごとで顔つきや体つきなどが異なります2 

（集団間の変異）。また、同じ地域の人であっても少し見た目は異なります（単一の集団3 
内の変異）。これは、それぞれがもつ異なる遺伝情報が外見に表れた結果になります。実4 
は人間だけでなく、他の生きものたちも種の中で異なった遺伝情報をもっています。こ5 
のように同じ種内でも多様な遺伝情報を多くもっていることを“遺伝子”の多様性とい6 
います。遺伝情報が異なることで、見た目だけでなく、病気への耐性や身体能力などに7 
違いが生まれます。そのため、遺伝子の多様性が高いことは、生物が「種(しゅ)」とし8 
て変化する環境を生き抜き、世代を残していくために重要であるといえます。 9 
例えば、地球温暖化で平均気温が上昇している中で、暑さに強い遺伝子の特性をもっ10 

た個体が有利になるとします。遺伝子の多様性が高い場合は、暑さに強い遺伝子の特性11 
をもった個体が多く存在するため、種の絶滅を避けることができる可能性が高まります。12 
一方で、遺伝子の多様性が低い種内では、暑さに耐えることができる遺伝子の特性をも13 
った個体が少なく、種が絶滅してしまう可能性が高くなります。他にも遺伝子の多様性14 
が高いことで、新たな外敵の出現や病気の発生など環境の変化に伴うリスクに適応でき15 
る可能性が高まります。 16 
このように生態系の安定性や回復力を維持するためには、遺伝子の多様性が重要にな17 

ります。その遺伝子の多様性が失われる要因としては、他地域個体群との交雑や地域個18 
体群の絶滅などがあげられます。特に沖縄県は各島が海で隔たれているため、同じ種で19 
あったとしても島ごとに異なった遺伝子をもっている可能性が高く、留意が必要です。 20 
私たちは、生きものを別の地域（海外、県外、県内別島嶼など）から持ち込まないよ21 

うにし、地域の同種や近縁種との交雑を防ぎ、その地域本来の遺伝子の特性を守る必要22 
があります。 23 

集団間の遺伝子が長い年月交わらなかったためにそ24 
れぞれの島で異なる種類となった生物（新固有種）が25 
琉球列島には数多くいます。例えばイシカワガエルは、26 
沖縄島北部と奄美大島の両方に分布しているとされて27 
いました。しかし、近年遺伝子に関する技術や知見が28 
向上してきたことにより、沖縄と奄美の集団間には明29 
瞭な違いがあり、沖縄県に生息するものをオキナワイ30 
シカワガエル、奄美大島に生息するものをアマミイシ31 
カワガエルとされました。このように島単位で進化す32 
ることで、多くの固有種が生まれているのです。 33 

 34 
 35 

  36 
見た目は同じように見えても 

遺伝子レベルでは別種になります 

アマミイシカワガエル 

（奄美固有種） 

オキナワイシカワガエル 

（沖縄固有種） 
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 1 

 2 
  3 

コラム Column 

注）このコラムは、令和 3 年度 沖縄県立博物館・美術館特別展「みんなの進化展－命はつながっている－」
の図録より、許可を得て引用しているものです。 

  3 
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 1 

 2 
  3 

注）このコラムは、令和 3 年度 沖縄県立博物館・美術館特別展「みんなの進化展－命はつながっている－」
の図録より、許可を得て引用しているものです。 
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2. 生物多様性の重要性（４つの生態系サービス） 1 
豊かな生物多様性に支えられた生態系は、私たちが生きるために欠かせない安全な水や食2 

料、気候の安定、地域固有の文化を育む基盤など、様々な恵みをもたらしています。これら3 
生物多様性の恵みは、「生態系サービス」と呼ばれ、国連主導の「ミレニアム生態系評価」で4 
は、「供給サービス」「調整サービス」「文化的サービス」「基盤サービス」の 4 つに分類して5 
います。 6 
(1) 供給サービス（生きていくために必要なもの） 7 

私たちは、“水を飲み（きれいな水）”“食8 
べ物を食べ（野菜や魚）”“服を着用し（綿9 
等の繊維）”“家に住み（木材や土）”生きて10 
います。これらは、豊かな自然の恵みで11 
す。他にも、自然から生まれたものはたく12 
さんあり、医薬品開発や生物の形・構造・13 
機能等の技術やデザインへの応用（バイオ14 
ミメティクス）などがあります。このよう15 
に私たちの生活は、気が付かないところ16 
で、豊かな自然に支えられています。 17 

これらの自然による供給がなくなる18 
と、自然の恵みを衣食住などに利用でき19 
なくなります。 20 

 21 
(2) 調整サービス（持続的で安定した生活を送るために必要なもの） 22 

私たちが安定した生活を送れているのは、23 
生きものたちの機能や行動が、気温を安定24 
させてくれたり、自然災害を緩和してくれ25 
たりと様々な役割を担っているおかげです。 26 
例えば、山や森が水や空気を浄化し、樹27 

木が土砂崩れをサンゴ礁は高波などの自然28 
災害を抑止してくれています。他にも街路29 
樹によるヒートアイランド現象の緩和やハ30 
チ等による花粉の媒介（多くの作物が花粉31 
媒介）、有害生物の抑制（天敵の存在によ32 
り特定の害虫が爆発的に増えるのを抑える）33 
などがあります。 34 
 生態系による調整能力がなくなると、気35 
温の上昇や降雨による土砂崩れや洪水など36 
の自然災害の増加によって、私たちの生活37 
の安全が脅かされます。  38 

供給サービスイメージ図 

調整サービスイメージ図 
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(3) 文化的サービス（より豊かな生活を送るために必要なもの） 1 
様々な生物や地域の風土が織りなす2 

豊かな自然環境によってもたらされる3 
心身の安らぎや満足感等、私たちの心4 
を豊かにしてくれる恵みのことです。5 
イトバショウや陶土などで伝統工芸品6 
を作ったり、美しい自然に触れたり、7 
自然とのかかわりの深い伝統的な祭り8 
に参加したりと様々な形で自然と触れ9 
合うことができます。他にもエコツア10 
ーなどに参加し、各地の自然について11 
触れて学ぶことができます。 12 

 13 
(4) 基盤サービス（すべてを支えるもの） 14 

上記 3 つのサービスが機能することを支15 
える基盤となる機能です。植物の光合成に16 
よる二酸化炭素（CO2）の吸収と酸素（O2）17 
の供給、微生物や昆虫等による土壌の形成、18 
雨水の浸透や蒸発散による水の循環等があ19 
ります。 20 
これらの基盤がなくなると、有機物が分21 

解されず、植物が生長できなくなり、酸素22 
がなくなると私たち人間も含め多くの動物23 
が生きていけなくなります。 24 

 25 
 26 

 27 

 28 
自然資本・生物多様性が地域住民の福利や長期的利益に与える影響1 29 

 30 
1 国連ミレミアム生態系評価、IPBES Conceptual Framework をもとに作成 

文化的サービスイメージ図 

基盤サービスイメージ図 
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芭蕉布と生物多様性 1 

【喜如嘉の芭蕉布】 2 
大宜味村喜如嘉の芭蕉布は、沖縄3 

県民なら誰でも知っている伝統工芸4 
品です。 5 

トンボの翅のように薄くて軽く、6 
さらりとした肌触りが特徴の芭蕉布7 
は、蒸し暑い南国、沖縄の人々にと8 
って親しみ深いものです。 9 

この芭蕉布独特の風合いは原料の糸から生まれます。芭蕉布の糸は、バナナの仲間である10 
イトバショウ Musa balbisiana の繊維から手作りされたものです。この糸を沖縄特有の植物染11 
料で染めて織りあげます。糸の原料の栽培から、糸づくり、織りまでの工程を一貫してすべ12 

て手作業で行う日本で唯一の織物が喜如嘉の芭蕉布です。13 
さらに、生産のための材料の多くを沖縄の自然の恵みから14 
得ているところも大きな特徴の一つです。 15 

芭蕉布はかつて奄美大島から、沖縄島、与那国島、波照16 
間島まで広く織られており、身分を問わず着用されていま17 
した。 18 

戦後は生活様式の変化などにより芭蕉布の伝統が途絶え19 
そうな危機がありましたが、復興に奔走した平良敏子さんを中心として、大宜味村喜如嘉の20 
婦人たちの情熱と共同作業が実り、今日に生産技術が受け継がれています。 21 

 22 

 

 
 23 
 24 
 25 
 26 

イトバショウから取り出した繊維 

芭蕉布 「小鳥(トゥイグヮー)と柳」* 

コラム Column 

糸の原料となるイトバショウは、

野生のものは繊維が硬く向いて 

いないため、喜如嘉の畑で丁寧に

栽培されたものを使っています。 

  4 
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【色を織りなす植物たち】 1 
染色には、リュウキュウアイ、フクギ、シャリンバイ、ソウシジュ、インドアカネ、マン2 

ゴーなど、在来種や移入種、身近な栽培種まで様々な植物が使われています。これらを組み3 
合わせて、様々な色を作り出しています。 4 

染色に使われる部位は様々で、リュウキュウアイは葉、インドアカネは根、シャリンバイ5 
は幹、フクギ、マンゴー、ソウシジュは樹皮が使われます。特にフクギは樹齢が 100 年以上6 
の古木の樹皮が上等とされています。 7 

 8 
 9 

 

 
 10 
 11 
*：「芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事」（2022 年）より引用 12 
参考：「喜如嘉の芭蕉布」（喜如嘉の芭蕉布保存会）リーフレット 13 

「喜如嘉の芭蕉布」（喜如嘉の芭蕉布保存会）HP 14 
  15 

フクギ+アカネ+
リュウキュウアイ 

マンゴー 

フクギ+アカネ 

リュウキュウアイ 

ソウシジュ 

フクギ+ 

リュウキュウアイ 

フクギ 

フクギの木片 

マンゴーの木片 

ソウシジュの木片 

コラム Column 
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私たちの暮らしは物質的に豊かになり、健康に関わる大気や水質は大幅に改善されました。1 
一方で、豪雨の増加によって水害や土砂災害は増加し、神社や祭り、伝統工芸品等の生態系2 
を活用した伝統文化は衰退傾向にあり、生態系サービスの多くが減少・劣化しています。 3 
これからも生態系サービスの恩恵を受けていくためには、その源である自然資本・生物多4 

様性を維持・向上させることが重要です。 5 
 6 

日本における生態系サービスの変化の評価2 7 

生態系サービス 
評価結果 

備考（評価指標） 過去 50 年 

～20 年 

過去 20 年 

～現在 

供給サービス 

 農産物 

 

⇓ 

 

⇘ 

 

畜産物（増加）、米・野菜（減少） 

 特用林産物 ⇗ ⇘ 栗・筍・椎茸。松茸 

 水産物 ⇗ ⇘ 海面・内水面漁獲量 

 淡水 － ⇒ 取水量 

 木材 ⇘ ⇗ 木材、薪生産量 

 原材料 ⇘ ⇘ 木材、竹材・木炭・繭（養蚕）生産量 

調整サービス    

 水の調節 － ⇘ 地下水涵養量 

 土壌の調節 ⇒ － 
土壌流出防止機能（リン酸・窒素維持

量） 

 生物学的コントロール － （⇘） 花粉媒介種への依存度 

 気候の調節 － ⇘ 森林による炭素吸収量 

 大気の調節 － ⇒ 温度変化、NO2・SO2の吸収量 

 災害の緩和 （⇗） （⇒） 洪水緩和量、表層崩壊防止機能 

文化的サービス 

 観光・レクリエーション 

 

⇗ 

 

⇘ 

 

国立公園利用者数、ﾚｼﾞｬｰ活動参加者数 

宗教・祭り ⇓ ⇘ 地域の神様・祭等の数、サカキの生産量 

 教育 ⇘ ⇒ 子どもの遊び場、環境教育・図鑑等 

景観 － ⇘ 景観の多様性 

 伝統芸能・工芸 ⇘ ⇘ 伝統工芸品の生産額と生漆の生産量 

凡例）享受している量の傾向（定量的評価結果）： ⇑ 増加 ⇗ やや増加 ⇒横ばい ⇘ やや減少 ⇓ 減少 － 評価なし 8 
※（ ）は、定量評価に用いた情報が不十分である場合 9 
  10 

 
2 「生物多様性及び生態系サービスの総合評価 2021(JBO3)詳細版報告書」（環境省 2021 年 3 月）を

もとに作成 
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3. 生物多様性の危機 1 
(1) 地球環境の危機 2 
アフリカ、アジア諸国を中心に世界人口は増加を続け、天然資源、エネルギー、水、食料3 

等の需要は拡大し、人間活動による地球環境への負荷はますます増大しています。人類の生4 
存基盤である地球環境は存続の危機に瀕しており、地球環境の持続可能性の確保が、人類に5 
とって最も重要な課題となっています。 6 
人間活動による地球環境への影響を評価した研究である「プラネタリー・バウンダリー7 

（Planetary Boundary：地球の限界）」によると、地球の変化に関する項目について、人間8 
が安全に活動できる範囲を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回復不可9 
能な変化が起きるとされています。9 つの環境要素のうち、生物多様性の一要素である「生10 
物種の絶滅の速度」、環境中の「窒素・リンの循環」は、最も高リスクな項目となっています。 11 

 12 

 13 
 14 

プラネタリーバウンダリー（地球の限界）による地球の状況3 15 
 16 

  17 

 
3「平成 30 年版環境・循環社会・生物多様性白書」（環境省 HP） 

絶滅の速度 
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(2) 生物種の絶滅リスク 1 
地球上の生物は、およそ 40 億年の進化の歴史の中でさまざまな環境に適応・進化し、現在2 

3,000 万種とも推定される数多くの生物が存在しています。これまで地球上では生物の大量3 
絶滅が 5 回起こりましたが、絶滅する生物は 1000 年に１種程度であったと考えられていま4 
す。一方で、人間活動によって引き起こされている現在の生物の絶滅は桁違いの速さで進ん5 
でおり、1975 年以降は、1 年間に 4 万種程度が絶滅しているといわれています4。 6 

 7 

     8 
ケナガネズミ   カンムリワシ  ヤンバルクイナ  9 
絶滅危惧ⅠA 類   絶滅危惧ⅠA 類  絶滅危惧ⅠA 類 10 

     11 
イヘヤトカゲモドキ    オキナワイシカワガエル ナミエガエル 12 
絶滅危惧ⅠA 類    絶滅危惧ⅠB 類  絶滅危惧ⅠB 類   13 

     14 
ヤンバルテナガコガネ  シオマネキ    オキナワヤマタカマイマイ 15 
絶滅危惧ⅠB 類   絶滅危惧ⅠA 類  絶滅危惧Ⅰ類 16 

絶滅のおそれのある動物たち（ランクはレッドデータおきなわ 第 3版より）5 17 
 18 
＊絶滅危惧種はレッドデータブックによってランクが定められており、IA 類、IB 類、Ⅱ類、準絶滅危惧等に19 
分けられている。その中でも I 類は最も絶滅に近く、“現在の状態をもたらした 圧迫要因が引き続き作用20 
する場合、野生での存 続が困難なもの。”とされている。 21 

 
4「THE SINKING ARK（沈みゆく箱舟）」（Norman Myers 1979 年） 
5 オキナワイキモノラボ ウェブサイト（沖縄県） 
 



 

16 
 

沖縄県では、県内における絶滅した種や絶滅のおそれのある種についてまとめた「レッド1 
データおきなわ」を作成しています。沖縄県に生息する種の哺乳類、爬虫類、両生類及び甲2 
殻類においては半数以上が、そこに掲載されています。また本書の初版から第 3 版では、絶3 
滅した種数が増加しています。以上より、沖縄県において野生生物の現状は厳しい状況に置4 
かれていると考えられます。 5 

  6 
レッドデータおきなわの評価対象分類群ごとの掲載種の割合6,7,8 7 

 8 

  9 
レッドデータおきなわで絶滅とされた種数の推移 7,8 10 

 
11 6「 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第 3 版-動物編-」（沖縄県 2017 年 3 月） 

7 「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物第 3 版-菌類編・植物編」-（沖縄県 2018 年 3 月） 
8 「沖縄の動植物」（沖縄県 HP） 

0 20 40 60 80 100

維管束植物

（約2100種）

昆虫類

（約6500種）

甲殻類

（約150種）

両生類

（約20種）

爬虫類

（約60種）

鳥類

（約500種）

哺乳類

（約30種）

[%]

レッドデータおきなわ掲載種 その他

＊：（）内は各分類群の沖縄県での確認数

0

2

4

6

8

10

12

14

初版 第2版 第3版

種
類

植物 動物
＊初版は絶滅種、

第2、3版は絶滅、野生絶滅の掲載種数

＊のちに絶滅していないことが明らかになり、

絶滅から評価の変わった種を除く

発行年 植物 動物
初版 1996年 1996年
第2版 2006年 2005年
第3版 2018年 2017年

絶滅種が 

増加！！ 
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現在でも相次ぐ新種の発見 1 
沖縄県における新種の発見と言えば、誰もが 1965 年に発見されたイリオモテヤマネコや2 

1981年に発見されたヤンバルクイナを思い浮かべると思います。他にも1997年にヤンバルホ3 
オヒゲコウモリ、リュウキュウテングコウモリの 2 種がほぼ同時に発見されたという驚きの4 
出来事もあります。これらのような哺乳類や鳥類が新種として発見されることは近年とても5 
珍しいことで、沖縄の自然がとても豊かであることを伺わせるエピソードです。 6 
じつは現在も研究者のたゆまぬ努力によって、新しい種が続々と発見されているのをご存7 

じでしょうか。ここでは前回の「生物多様性おきなわ戦略」が策定された平成 25 年（2013）8 
以降に、どれだけの種が沖縄県内で新たに発見されたのか紹介したいと思います。 9 

*：新聞検索、沖縄生物学会誌、科学技術情報発信・流通総合システム J-STAGE を用いて独自に集計を行った。 10 
2013年からの約11年間で菌類3種、植物17種、陸域動物35種、海域動物48種、合計10311 

種が新種として発見・報告されています。単純計算で 1 年間におよそ 9 種の新種が発見され12 
ていることになります。近年は哺乳類や鳥類の新種発見こそないものの、昆虫類や甲殻類の13 
仲間から数多くの新種が発見されていることが分かります。 14 
ちなみにヤンバルホオヒゲコウモリ、リュウキュウテングコウモリを新種記載した前田喜15 

四雄名誉教授とキジムナーボウズハゼ、ブナガヤボウズハゼを発見した前田健博士は親子な16 
のです。2代続けて沖縄で新種を発見するなんてすごいですね。 17 

    
【コウモリ類】出典：沖縄県 HP「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物沖縄県レッドデータブック」哺乳類 山に見られ18 
る種 https://www.okinawa-ikimono.com/reddata/red_data_book/category_01/sub_01/index.html 19 
 20 

平成 25 年以降に発見された生きもの 全 103 種* 令和 7 年 3 月 27 日現在 

菌類 3 種 クチキゴキブリダケ（冬虫夏草） 

陸域植物 17 種 ヤンバルアオヤギバナ、イリオモテカヤランなど 

陸域動物 

35 種 

爬虫類 1 種 ヤンバルトカゲモドキ 

両生類 2 種 ヤエヤマヒメアマガエル、ヤエヤマカジカガエル 

魚類 4 種 キジムナーボウズハゼ、ブナガヤボウズハゼなど 

昆虫類 16 種 ガマアシナガアリ、オキナワアシナガメクラチビゴミムシなど 

甲殻類 2 種 タラマメアミ、ミヤコメリタヨコエビ 

クモ形類 5 種 ダイトウコタナグモ、ドナンホラヒメグモなど 

多足類 2 種 リュウジンオオムカデ、ヤエヤママルヤスデ 

ミミズ類 3 種 ミドリフトミミズ、ムネマルミミズなど 

海域動物 

48 種 

魚類 7 種 アワユキフタスジハゼ、セボシフタスジハゼなど 

軟体動物 4 種 ブレナーミミイカ、ツノヒメイカなど 

甲殻類 18 種 オクノスベスベオトヒメエビ、クラヤミヤドカリなど 

多毛類 1 種 イラブドウクツウサミミゴカイ 

動吻動物 5 種 リュウキュウタツトゲカワ、トヨシオタツトゲカワなど 

刺胞動物 8 種 コモチカギノテクラゲモドキ、リュウグウノゴテンなど 

棘皮動物 2 種 チュラウミゴカクヒトデ 

扁形動物 1 種 シャコヤドリヒラムシ 

海綿動物 1 種 クラヤミモミジマトイ 

尾索動物 1 種 ガイコツパンダホヤ 

コラム Column 

ヤンバルホオヒゲコウモリ 

写真：田村常雄 

リュウキュウテングコウモリ 

写真：田村常雄 

キジムナーボウズハゼ ブナガヤボウズハゼ 

写真：OIST/前田健 写真：OIST/前田健 

  5 
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(3) 人間活動によって引き起こされる生物多様性の４つの危機 1 
動植物の生息・生育場所や種類の減少は、生物多様性の劣化を意味します。また、同じ種2 

であっても、他の地域から人為的に持ち込まれることで、地域特有の遺伝子の多様性が損な3 
われることも問題になっています。このまま生物多様性の劣化が進むと、私たち人間は様々4 
な生物多様性の恵みを受けることができなくなります。 5 
日本において生物多様性には 4 つの危機が迫っているとされています。生物多様性の劣化6 

を防ぐためには、これらの危機を回避することが求められます。以下に 4 つの危機について7 
記載しています。 8 

 9 

 

第１の危機／開発など人間活動による危機 

高度経済成長期以降、急速で大規模な開発や改変に

よって、生態系の規模が縮小し、質や連続性が低下し

ました。 

人為的に改変されていない植生は国土の 20％未満と

なっています。河川の護岸整備や直線化、湖岸・海岸

の人工化が進み、自然的環境が減少しました。 

 

第２の危機／自然に対する働きかけの縮小によ

る危機 

人口減少や生活様式の変化等によって里地里山の利

用が縮小し、生態系の質が低下しています。2015 年の

耕作放棄地面積は 1975 年の約３倍となっています。 

以前は沖縄県内各地に水田があり、水辺の動植物も

豊かでしたが、サトウキビ畑などに変化し、多様性も

減少しました。 

 

第３の危機／持ち込まれたものによる危機 

他の地域から持ち込まれた一部の生きもの（侵略的

外来種：マングースやツルヒヨドリ）の捕食・競合に

よって、もともとその地域にいた生きもの（在来種）

の個体数や分布に影響を与えています。 

他にも化学物質、海洋のマイクロプラスチック、感

染症等による影響も心配されています。 

 

第４の危機／地球環境の変化による危機 

日本の平均気温は 100 年で 1.26℃上昇し、大雨日数

の増加が観測されています。 

海域では、日本沿岸域の海水温上昇や酸性化の進行

など、気候変動による影響は年々色濃くなっていま

す。沖縄県では、海水温の上昇によるサンゴの白化現

象が発生しています。 

生物多様性の「４つの危機」9 10 

 
9  「生物多様性及び生態系サービスの総合評価 2021(JBO3)詳細版報告書」（環境省 2021 年 3 月）を

もとに作成 
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外来種ってどんな生きもの？ 1 
外来種とはどんな生きものを指すのでしょうか。 2 
沖縄県では、外来種を「意図的・非意図的を問わず人為的な導入によりその自然分布域の3 

外に生育又は生息する生物種*1」と説明しています。国内外来種と呼ばれる国内の他県から4 
移された生物や県内の別の島から移された生物も、外来種対策の対象としなければなりませ5 
ん。大小含めて691もの島嶼を抱える*2沖縄県は、外来種が生まれやすい環境にあるといえる6 
でしょう。 7 
そもそも、なぜ外来種が問題になっているのでしょうか。それは、生活や地域の生態系に8 

対して、一部の外来種（侵略的外来種）が、次のような影響を及ぼすからです。 9 
 10 
① 固有の生態系への影響 11 
在来種が食べられてしまう。近縁の在来種と交雑して固有の遺伝子のかく乱が起こる。在12 

来種の生育・生息場所が奪われてしまうなど。 13 
② 人の生命・身体への影響 14 
人間に対する毒による被害、加えて感染症の拡散。咬傷、刺傷による被害など。 15 
③ 農林水産業への影響 16 
農林水産物を食べてしまう。畑を踏み荒らす被害など。 17 
 18 
特に①の影響は、生物多様性を脅かす直接的な原因になります。捕食性のフイリマングー19 

ス、オオヒキガエルや他の植物を覆い尽くしてしまうツルヒヨドリが引き起こす生態系のか20 
く乱は深刻です。 21 

 22 

  
 23 
すべての外来種がこのような問題を引き起こしている訳ではなく、侵略的外来種と呼ばれ24 

る一部の外来種が原因となっています。 25 
もっと詳しく知りたい方は、沖縄県が作成したホームページ「沖縄外来種.com*3」をご覧26 

ください。 27 
 28 
 29 

*1：「沖縄県外来種対策指針概要 外来種から沖縄の自然と文化を守るために」 30 
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/820/gairaisyupamph.pdf 31 
*2：国土交通省国土地理院ホームページ 日本の島の数 32 
https://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/islands_index.html 33 
*3：沖縄外来種.com https://okinawa-gairaisyu.com/ 34 
  35 

コラム Column 

フイリマングース 
オオヒキガエル ツルヒヨドリ 

写真提供：沖縄県自然保護課 
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第２章 生物多様性おきなわ戦略の改定にあたって 1 
第 2 章では、生物多様性に関する国内外の動向についてまとめ、それを踏まえて第二次生2 

物多様性おきなわ戦略（以下、新戦略）の位置づけと方向性について記載しています。 3 
1. 生物多様性に関する国内外の動向と生物多様性国家戦略 2023-2030 の策定に4 

ついて 5 
(1) 国内外における動向 6 
① 愛知目標と生物多様性における世界の現状 7 
「生物多様性条約」は、生物多様性の保全と持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる8 

利益の公正で衡平な配分を目的とした国際的な枠組として、1992 年に採択され、日本は9 
1993 年に条約を締結しています。 10 

2010 年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）では、11 
日本で培われた知恵と伝統に基づく考え方を基に「自然と共生する世界」という世界目標が12 
合意されました。あわせて、2020 年までに生物多様性の損失を止めるために「愛知目標」と13 
して 20 項目の個別目標が決まりました。 14 
しかし、愛知目標の最終年である 2020年に生物多様性条約事務局が公表した「地球規模生15 

物多様性概況第５版（GBO5：Global Biodiversity Outlook5）」によると、愛知目標の達成16 
状況（世界全体）は、20 の個別目標のうち、完全に達成できたものはないという厳しい結果17 
が示されました。 18 

愛知目標（ターゲット）の達成状況10 19 
No. 目標の内容 達成状況 No. 目標の内容 達成状況 

１ 
普及啓発 

未達成 11 
陸 17％海 10％を 

保護地域 
一部達成 

２ 
国家・地域戦略の立

案 
未達成 12 

絶滅危惧種の保全 
未達成 

３ 
有 害 な 補助 金 の廃

止・奨励措置の改革 
未達成 13 

遺伝的多様性の保全 
未達成 

４ 
持続可能な消費と生

産 
未達成 14 

生態系サービスの平

等な分配 
未達成 

５ 
生息地損失の低減 

未達成 15 
劣化した生態系の回

復 
未達成 

６ 
水産資源の持続性 

未達成 16 
遺伝資源の平等な分

配 
一部達成 

７ 陸域資源の持続性 未達成 17 戦略と行動計画 一部達成 

８ 化学汚染の抑制 未達成 18 伝統的知識の尊重 未達成 

９ 外来種の防止・制御 一部達成 19 知識・技術の向上 一部達成 

10 脆弱な生態系の保護 未達成 20 資金拡大 一部達成 

 20 
 また、GBO5 においては、生物多様性は「今までどおり」のシナリオでは損失し続けると21 
予測する一方で、生態系の保全と回復の強化、環境汚染や侵略的外来種及び生物の乱獲に対22 
する行動といったこれまでの自然環境保全の取組に加え、食料のより持続可能な生産や、消23 
費と廃棄物の削減といった様々な分野に連携して取り組めば、低下を止めて反転させ、2030 24 
年以降には生物多様性の純増加につながる可能性があることを指摘しています。 25 

 
10 「地球に生きる生命の条約～生物多様性条約～」（IUCN-J 2014） 
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② 昆明・モントリオール生物多様性枠組 1 
愛知目標の後継となる 2020 年以降の世界目標は、「ポスト 2020 生物多様性枠組」と呼ば2 

れ、議論が重ねられてきました。生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）は、新型コ3 
ロナウイルス感染症の影響により、1 年間の延期の末、2 部に分けて開催されました。第１部4 
（2021 年 10 月）では、「ポスト 2020 生物多様性枠組」の採択に向けた決意を示す「昆明宣5 
言」が採択されました。そしてカナダ・モントリオール市で開催された第 2 部（2022 年 126 
月）では、ポスト 2020 生物多様性枠組は「昆明・モントリオール生物多様性枠組」（以下、7 
新枠組）として採択しました。 8 
新枠組では、2050 年ビジョン（長期目標）として COP10 で決められた「自然と共生する9 

世界」を引き継ぎ、2030 年ミッション（短期目標）として「自然を回復軌道に乗せるため、10 
生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」といういわゆる「ネイチャ11 
ーポジティブ（自然再興）」を目指し、23 のグローバルターゲットが設定されました。 12 
回復軌道に乗せるためには、一つの行動だけではなく、さまざまな行動分野が生物多様性13 

の低下を遅らせることが可能で、各分野での課題解決への取組が組み合わされば、低下を止14 
めて逆転させ（流れを変える）、2030 年以降には生物多様性の純増加につながる可能性があ15 
ります。 16 

 17 

 18 

ネイチャーポジティブのイメージ図11  19 

 
11 「ネイチャーポジティブ経済の実現に向けて」（環境省 2023）をもとに作成 
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 1 
昆明・モントリオール生物多様性枠組の概要12 2 

 3 
 4 

  5 

 
12 「昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造」（環境省生物多様性ウェブサイト）をもとに作成 

2050年ビジョン

自然と共生する社会

2050年ゴール
１： 空間計画の設定
２： 自然再生
３： 30by30
４： 種・遺伝子の保全
５： 生物採取の適正化
６： 外来種対策
７： 汚染防止・削減
８： 気候変動対策
９： 野生種の持続可能な利用

１０： 農林漁業の持続的な管理
１１： 自然の調節機能の確保
１２： 緑地親水空間の確保

ゴールC
遺伝資源へのアクセス
と利益配分

１３： 遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）

１４： 生物多様性の主流化
１５： ビジネスの影響評価・開示
１６： 持続可能な消費
１７： バイオセーフティー
１８： 有害補助金の特定・見直し
１９： 資金の動員
２０： 能力構築・技術移転
２１： 知識へのアクセス強化
２２： 女性、若者及び先住民の参画確保
２３： ジェンダー平等の確保

2030年ミッション

ゴールA
保全

ゴールB
持続可能な利用

ゴールD
実施手段の確保

自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を
止め反転させるための緊急行動をとる

2030年ターゲット
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新枠組では目標の一つとして、2030 年までに陸域・内陸水域及び沿岸域・海域の 30％以1 
上を保全する「30 by 30（サーティ・バイ・サーティ）」が掲げられました。目標達成のため2 
には、保護地域以外の里地里山、社寺林、水源の森、都市の自然などの、「保護地域以外で生3 
物多様性保全に資する地域（OECM：Other Effective area-based Conservation Measures）」4 
の認定・管理を推進していくことが求められています。 5 

OECM とは「保護地域以外の地理的に確定された地域で、付随する生態系の機能とサービ6 
ス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値とともに、生物多様7 
性の域内保全にとって肯定的な長期の成果を継続する方法で統治・管理されているもの」と8 
2018 年の生物多様性条約第 14 回締約国会議（COP14）で定義されています。 9 

 10 

日本における OECM の考え方 13 11 
 12 

OECM には、民間主体の取組も多く、保護地域内でも民間等の取組によって生物多様性の13 
保全が図られている区域があります。そこで、環境省は、保護地域の内外にかかわらず、民14 
間主体の取組区域を捉える仕組みとして、「自然共生サイト」という認定方法を定めました。15 
沖縄県では、信仰の場として自然環境が保たれてきた御嶽のような場所も候補地として考え16 
られます。 17 

 18 
保護地域と OECM と自然共生サイトの関係性イメージ13  19 

 
13 「令和 5 年度第 1 回 OECM の設定管理の推進に関する検討会資料１」（環境省 2023 年 7 月）をもと

に作成 

国土全体

貢献しない地域生物多様性の長期的な域内保全に貢献する地域

生物多様性保全が主目的ではない生物多様性保全が主目的

OECM保護地域

30by30に計上される範囲

＊四角の大きさは割合を示すものではない
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 1 
増やそう！「自然共生サイト」 2 
環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共3 

生サイト」として認定する取組みを令和５年度から始めています。 4 
令和 5 年度は 184 か所、令和 6 年度は 144 カ所、合計 328 カ所の自然共生サイトが認定さ5 

れています（令和 7年 3月現在）。 6 

どんな団体が認定されたの？ 7 

申請に参加した団体は全部で 371 でした。一つ8 
のサイトに複数の団体で申請している場合がある9 
ため、総サイト数の 328 よりも多くなっていま10 
す。 11 
最も多いのが企業で全体の約 50％、続いて市町12 

村などの自治体が 16％、任意団体が 8％、NPO が13 
6％、大学などが 4％を占めていました。数は少な14 
いですが、個人で認定された方もいます。 15 

どんな自然共生サイトがあるの？  16 

最も広いサイトは、北海道大学の研究林で17 
249.5 km2、次いで静岡県静岡市にある社有林で18 
243.7 km2、群馬県尾瀬に広がる水源涵養のための19 
土地で 163.3 km2 でした。この 3 つが突出して多20 
く、全体の 77.6％を占めていました。一方、面積21 
が小さいサイトは、190m2、約 60 坪の個人宅の庭22 
のビオトープ(写真①)や 200m2 のビルの屋上のビ23 
オトープ(写真②)となっています。 24 

 25 
  26 

写真① 西東京市 オーズガーデン 

写真② 名古屋市 ビル屋上ビオトープ 

コラム Column 

※環境省ホームページ「認定サイト一覧」を参考に作成 

北海道大学雨龍研究林 
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 1 
生物多様性保全の観点からすると、面積の大きさは大事な要素ですが、その環境の「在来2 

の生き物たちにとっての住みやすさ」も重要です。工夫次第であなた家の庭やベランダも素3 
敵なビオトープになります。 4 
保育園の園庭が自然共生サイトに認定された例もあります。 5 
2,200m2 の園庭にはクヌギの林や水田ビオトープが配され、里山環境の創出と同時に園児た6 

ちが身近な自然に親しめる環境が整えられています。 7 

 8 
海域に指定された自然共生サイトもあります。 9 
沖縄県石垣島の野底崎周辺沿岸は石垣島唯一のウミショウブが群生するエリアかつ北限で10 

もあり、希少な生物種が群生する地域です。この地域の北側ではサンゴ礁が発達し、南側の11 
河口部や湾にはマングローブ林や干潟が発達する場所もみられ、自然共生サイトとして認定12 
されました。アオウミガメの食害によりウミショウブの数が激減しているため、柵を設置す13 
るなどの対策を実施しています。 14 

   

 15 
法制化による自然共生サイトの強化 16 
認定された 328 カ所の面積を合計すると 935.2 km2 となります。沖縄県（2,282 km2）の17 

41.0％に相当するため広大に思えますが、日本全体（378,000 km2）からするとたった 0. 2%18 
にしか過ぎません。 19 
令和７年４月から施行された「生物多様性増進法」では、今までの自然共生サイト認証制20 

度を基に、「既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動」、「管理放棄地などにおける生物多21 
様性を回復する活動」、「開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動」などを含めた広22 
範囲な活動を促進させ、30by30 目標にも貢献する制度として期待されています。 23 
 24 
参考 環境省ホームページ 30by30 自然共生サイト 認定サイト一覧 25 
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/nintei/index.html 26 
   環境省ホームページ 地域生物多様性増進法の施行後の「自然共生サイト」制度の扱いについて 27 
https://www.erca.go.jp/nature/pdf/30by30site-NaturalSymbiosis.pdf 28 
画像：上記サイトの各詳細説明より引用  29 

茨城県つくば市 つくばこどもの森保育園 

コラム Column 

石垣島 野底ウミショウブ群落 自然共生サイト 

開花したウミショウブの様子 ウミショウブ防護用の柵 ウミショウブが群生していた時期の様子 
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③ 持続可能な開発目標（SDGs） 1 
国際社会で求められる視点として「持続可能な開発目標（Sustainable Development 2 

Goals：SDGs）」があります。SDGs は、2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な3 
開発のための 2030アジェンダ」に記載されている 2030年までの国際目標です。17のゴール4 
（目標）と 169 のターゲット（指標）から構成され、地球上の「誰ひとり取り残さない」こ5 
とを理念として、国境や文化を超えて、世界中の全ての人が協力して取り組むことを目指し6 
ています。持続可能な社会の実現のためには、社会経済活動や私たちの生活の中で 17のター7 
ゲットを意識して、行動を変える必要があります。 8 

17 の目標は、「SDGs ウェディングケーキモデル」に示すように、経済、社会、環境の３9 
つの層に分類され、それぞれが密接につながっています。「環境」は土台の部分に位置して10 
おり、自然資本や生物多様性が県民の生活や経済活動を下支えしていることを表しています。 11 

 12 

 13 
SDGs の 17 の目標（ゴール）14 14 

 15 

 16 
SDGs ウェディングケーキモデル15  17 
 

14 国際連合広報センター ウェブサイト 
15 Stockholm Resilience Centre HP をもとに作成 

１つだけ頑張るのではなく、 

全体のバランスが大事 
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④ ポストコロナ社会とワンヘルス・アプローチ 1 
2020 年以降、世界は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという危機に直面しました。2 

新興感染症が発生する主な要因として、都市化を始めとする自然の改変とも深く関わると指3 
摘されています。またパンデミックの根本的な要因は、生物多様性の損失と気候危機の二つ4 
の危機を引き起こす地球環境の変化と同じです。 5 
森林開発や農地化等の土地利用の急速な変化や、野生動物の取引などにより、野生生物と6 

人間、あるいは野生生物同士の接触の機会が多くなり、重度の呼吸器疾患を伴う SARS7 
（Severe Acute Respiratory Syndrome：2002 年発生）、MERS（Middle East Respiratory 8 
Syndrome ：2012 年発生）のような動物由来の感染症が、この 100 年で急激に増加していま9 
す。今後の感染拡大や、さらなる感染症の発生を防ぐためにも、世界中で連携して野生生物10 
の生息地や生態系の保全に取り組む必要があります。 11 
近年では、人間の健康、動物の健康、環境の健全性はどれが欠けても成立せずこれらの達12 

成に統合的に取り組むことを提案する「ワンヘルス・アプローチ」という考え方があります。13 
つまりは、人の健康を守るためにも、生態系の保全や野生生物の利用の適正管理などを統合14 
的に行い、動物・環境の健全性の向上にも取り組む必要があります。 15 

 16 
生物多様性の損失から新興感染症が広がるまでの例 17 

 18 

 19 
ワンヘルス（One health）とは？16  20 

 
16「ワンヘルス・アプローチに基づく人獣共通感染症対策」（厚生労働省 HP）をもとに作成 

自然の改変等により生物多様性の損失

野生生物との接触頻度の増加

新しいウイルスや菌に感染

他の人にも感染が広がる

パンデミック発生
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⑤ 自然を活用した解決策（NbS） 1 
近年、世界的に自然災害が増加しており、災害への対応の強化は国際社会全体にとって、2 

喫緊の課題となっています。自然が持っている機能を持続的に利用し、気候変動対策や防3 
災・減災といった様々な社会課題の解決につなげる考え方を「NbS（Nature-based 4 
Solutions：自然を活用した解決策）」といいます。 5 

 6 
NbS（自然を活用した解決策）の概念図17 7 

 8 
NbS には、「グリーンインフラ」、「Eco-DRR（生態系が有する機能を活用した防災・減9 

災）」、「EbA（生態系を活用した気候変動適応策）」などが含まれます。 10 

 11 
NbS と関連する概念（グリーンインフラ、Eco-DRR、EbA）の関係18 12 

 13 
 

17 「自然に根ざした解決策に関する IUCN 世界標準」（IUCN 2021 年）を加工 
18 「生態系を活かした気候変動適応（EbA）計画と実施の手引き」（環境省 2022 年 6 月） 

気候変動 

自然災害 

社会・経済発

展 
人間の健康 

食料安全保障 

水の安全保障 

環境劣化・ 
生物多様性喪失 
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グリーンインフラ（green infrastructure）は、社会基盤整備や土地利用等のハード・ソ1 
フト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用して国土・地域づくりを進める取2 
組で、NbSと同様幅広い概念です。国土交通省は、2023年に「グリーンインフラ推進戦略3 
2023」を策定し、2024年には、都市開発・まちづくりにおけるグリーンインフラへの投資4 
を促進するための入門書19を公表しています。 5 

 6 
グリーンインフラの考え方と事例20 7 

 8 
Eco-DRR（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）は、森林保全による土砂災害防9 

止や、屋敷林による防風、河畔や海岸の防備林による侵食や潮害防止、サンゴ礁による高10 
波の軽減、遊水地や霞堤による水害の軽減など、地域の生態系を防災・減災のために保11 
全・活用することです。2015 年に仙台市で開催された「第 3 回国連防災世界会議」では、12 
国際的指針として「仙台防災枠組 2015-2030」が採択され、「防災・減災に役立つ生態系の13 
保全」を優先行動のひとつに位置づけています。 14 
台風の常襲地帯である沖縄県では、古くから防災・減災のために自然を活用してきまし15 

た。島々をとり囲むサンゴ礁は、台風や津波などの高波を弱める天然の防波堤となり、そ16 
の骨格でできた砂が美しい砂浜を作り、海岸を守っています。陸地では、蔡温の時代（1817 
世紀）から、「抱護（ほうご）」などの風水思想をもとに、集落の屋敷をフクギで囲み、海18 
岸線にはリュウキュウマツやアダンを植えて潮風害を防いできました。 19 

 
19 「グリーンインフラの事業・投資のすゝめ」（グリーンインフラの市場における経済価値に関する研究会 

令和 6 年 9 月） 
20 「【導入編】なぜ、今グリーンインフラなのか」（国土交通省 HP） 
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   1 
        潮害防備保安林（石垣市）21      サンゴ礁は自然の防波堤（宮古島市） 2 

 3 
EbA（Ecosystem-based Adaptation）は、生態系を活用した気候変動適応策を意味する4 

概念で、気候変動枠組条約と生物多様性条約の両会議で議論されています。国内では、5 
2018 年に「気候変動適応法」によって法的な仕組みが整備され、地方自治体による気候変6 
動緩和策の取組みの加速が求められています。 7 

 8 
EbA（生態系を活用した適応策）の例と期待される機能22 9 

 
21「自然と人がよりそって災害に対応するという考え方」（環境省 2016 年 3 月）  
22 「生態系を活かした気候変動適応（EbA）計画と実施の手引き」（環境省 2022 年 6 月） 
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⑥ 企業活動と生物多様性との関わりを評価する 1 
企業は、消費者に商品やサービスを提供する過程で、原材料や輸送・製造で消費するエネ2 

ルギー等の自然資源を利用しています。今後は持続可能な企業経営のために、生物多様性を3 
基盤とする国内外の生態系への影響を把握し、自然への負荷の低減や生物多様性保全への貢4 
献の取り組みを行っていく必要性が高くなると予想されます。 5 

 6 

企業活動と生物多様性の関わり23 7 
 8 
世界では欧米を中心に、企業の長期的な持続可能性を重視して投融資する「ESG 投資（≒9 

サステナブル投資）」が進んでいます。「ESG 投資」とは、企業の売上などの業績だけでなく、10 
環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）への取組みを評価して行う11 
投資です。金融機関や投資家は、企業が開示する、持続可能性のための目標・方針や、生態12 
系への影響評価等の「情報」をもとに投融資を判断します。 13 
企業に求められる情報開示のしくみ（枠組）として、SBTs for Nature（Science Based 14 

Targets：自然に関する科学的根拠に基づく目標）24や TNFD（Taskforce on Nature-related 15 
Financial Disclosures：自然関連財務情報開示タスクフォース）25があり、2023 年に TNFD16 
開示枠組が公表されて以降、開示を表明した日本企業は約 130 社と世界最多となっています17 
（2024 年 10 月 30 日現在）。26 18 
日本においても、ネイチャーポジティブ経済を実現するために、グリ－ンファイナンス2719 

や ESG 投融資を促進するための支援、普及啓発、体制整備等が行われています。 20 

 
23 「次期生物多様性国家戦略（案）地方説明会資料」（環境省 2023 年 2 月） 
24 2019 年に設立された SBTN （Science Based Targets Network）が中心となって科学的な目標設定

手法を開発している。 
25民間企業や金融機関が、自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するた

めの枠組みを構築する国際的な組織。2021 年に設立。 
26 自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）に対する拠出について（環境省 HP） 
27 グリーンファイナンスとは、再生可能エネルギーや水質改善などの環境関連事業に対して資金を提供す

ることで、グリーンボンド（債券）やグリーンローン（借入）などがある。 
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 1 
日本におけるサステナブル投資（ESG 投資）資産の変化28 2 

 3 

 4 
グリーンファイナンス（グリーンボンド発行のしくみ）29 5 

 6 
環境に配慮した事業が盛んになる一方で、近年ではグリーンウォッシュ（グリーンウォッ7 

シング）という言葉が出てきています。これは、「グリーン（＝環境に配慮した）」と「ホワ8 
イトウォッシング（＝ごまかす、うわべを取り繕う）」を合わせた造語で、うわべだけ環境保9 
護に熱心に取り組んでいるようにみせることを意味します。せっかく実施している環境に配10 
慮した事業が実態の伴わないものにならないように、その事業について評価や開示などの対11 
応が必要になってくると予想されます。  12 

 
28 「Global Sustainable Investment Review2022」（ GSIA 2022）をもとに作成 
29 環境省グリーンファイナンスポータル ウェブサイト 
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(2) 生物多様性国家戦略 2023－2030 1 
生物多様性国家戦略とは、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性2 

の保全と持続可能な利用に関する国の基本的な計画です。1995 年に最初の生物多様性国家3 
戦略を策定し、情勢の変化を踏まえながら、これまで 5 回の見直しを行ってきました。 4 

2008 年には生物多様性基本法が施行され、都道府県及び市町村による地域戦略の策定の5 
努力義務などが規定されました。また、2011 年には生物多様性地域連携促進法が施行され、6 
地方公共団体や市民団体、地域住民、農林漁業者、企業、専門家等の地域の多様な関係者7 
が連携して、生物多様性保全のための活動を促進するための制度が整備されました。 8 

 9 
生物多様性国家戦略のあゆみ 10 

 11 
2012 年に策定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」の後継となる「生物多様性国家12 

戦略2023-2030（以下、新国家戦略）」が2023年（令和5年）3月に閣議決定されました。 13 
生物多様性国家戦略 2023-2030 に関する国内の動きとしては、環境省が「生物多様性及14 

び生態系サービスの総合評価に関する検討委員会」を設置し、日本の生物多様性及び生態15 
系サービスの現状を評価するとともに、2021 年以降の新たな国際目標（昆明・モントリオ16 
ール生物多様性枠組）及び次期国家戦略の下で取り組むべき課題を整理し、「生物多様性及17 
び生態系サービスの総合評価 2021(JBO3)」として公表しました。 18 

2022 年 4 月には、G7 サミット（2021 年）で約束した「30by30 目標」を次期国家戦略19 
に組み込むために策定した「30by30 ロードマップ」が公表され、基本戦略のひとつである20 
「生態系の健全性の回復」を実現するために、2030 年までに陸と海の 30％以上を保全す21 
るための具体的な取組みが示されました。 22 

1995年：生物多様性国家戦略

2002年：新生物多様性国家戦略

2007年：第三次生物多様性国家戦略

2010年：生物多様性国家戦略2010

2012年：生物多様性国家戦略2012-2020

2023年：生物多様性国家戦略2023-2030

・３つの危機を提示
・自然共生社会の打出し

３つの危機に地球温暖化による
危機が追加された

生物多様性基本法（2008年制定）
に基づく法定計画

・愛知目標を踏まえ国別目標の設定
・東日本大震災の経験

・昆明・モントリオール生物多様性枠組
を踏まえ5つの基本戦略と各戦略で状態
目標と行動目標を設定と

2010年 愛知目標

2022年 昆明・モントリオール
生物多様性国家戦略

1993年12月 生物多様性条約発効
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 1 

生物多様性国家戦略 2023－2030 に関連した国内外の動き30 2 
 3 

新国家戦略は、新たな世界目標である新枠組に対応し、2030 年のネイチャーポジティブ4 
の実現に向けたロードマップです。新国家戦略では、2030 年までに達成すべき短期目標と5 
して「ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現」を掲げ、自然を回復軌道に乗せるため6 
に、生物多様性の損失を止め、反転させるための基本戦略と行動計画を具体的に示してい7 
ます。 8 

 9 

 10 
生物多様性国家戦略 2023-2030 の骨格31  11 

 
30 「次期生物多様性国家戦略（案）地方説明会資料」（環境省 2023 年 2 月） 
31 「生物多様性国家戦略 2023-2030 の概要」（環境省 2023 年 3 月）をもとに作成 

2050年ビジョン：「自然と共生する社会」

2030年に向けた目標：「ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現」

状態目標（3つ）

行動目標（6つ）

基本戦略１
生態系の健全性

の回復

状態目標（3つ）

行動目標（5つ）

基本戦略２
自然を活用した
社会課題の解決

（NbS）

状態目標（3つ）

行動目標（4つ）

基本戦略３
ネイチャー

ポジティブ経済
の実現

状態目標（3つ）

行動目標（5つ）

基本戦略４
生活・消費活動
における生物多
様性の価値の認

識と行動

状態目標（3つ）

行動目標（5つ）

基本戦略５
生物多様性に係
る取組を支える
基盤整備と国際
連携の推進

5つの基本戦略の下に25ある行動目標ごとに、関係府省庁の関連する施策を掲載

第2部 行動計画

第1部 戦略

基
本
戦
略

個
別
目
標

関
連
施
策

関
連
施
策
か
ら
ビ
ジ
ョ
ン
ま
で
一
気
通
貫
で
整
理
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2. 第二次生物多様性おきなわ戦略の策定について 1 
(1) 位置づけ 2 
新戦略は、生物多様性基本法第 13 条において、地方公共団体が策定するよう努めることが3 

定められている生物多様性地域戦略であり、沖縄県における生物多様性の保全と持続可能な4 
利用に関する基本的な計画として、2013（平成 25）年 3 月に策定した「生物多様性おきなわ5 
戦略」（以下、「第一次戦略」とする。）の改定版です。 6 
生物多様性基本法では、地域戦略は生物多様性国家戦略を基本として策定することとされ7 

ています。新戦略の策定にあたっては、新国家戦略の内容、生物多様性に関する国際的な動8 
向、現在の社会的状況、自然環境の現状等をふまえるとともに、沖縄県の生物多様性に関わ9 
る関連計画との整合を図りました。 10 

 11 

 12 

第二次生物多様性おきなわ戦略の位置づけ 13 
  14 
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新戦略と特に関連がある沖縄県の計画の内容と方針について、以下に示しました。 1 
 2 
【新・沖縄 21世紀ビジョン基本計画】 3 
・県民が望む将来像を示した「沖縄 21 世紀ビジョン」の実現に向けた基本方向や基本施策4 
等を示し、沖縄振興分野を包含する総合的な基本計画となります。 5 

・沖縄振興特別措置法の沖縄振興計画としての性格があります。 6 
・計画期間は令和 4 年度（2022 年度）から令和 13 年度（2031 年度）までの 10 年間の計画7 
です。 8 

 9 
 10 
【第 3次沖縄県環境基本計画】 11 
・沖縄県環境基本条例に基づく、沖縄県の環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進12 
を図るために策定された計画であり、「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」を環境面から13 
推進します。 14 

・計画期間は令和 5 年度（2023 年度）から令和 14 年度（2032 年度）までの 10 年間の計画15 
です。 16 

 17 

      18 

施策展開の基本的指針 

「安全・安心で幸福が実感できる島」の形成 

 

●社会：平和で生き生きと暮らせる「誰一人取り残すことのない優しい社会」の形成 

●経済：世界とつながり、時代を切り拓く「強くしなやかな自立型経済」の構築 

●環境：人々を惹きつけ、ソフトパワーを具現化する「持続可能な海洋島しょ圏」の形成 

沖縄県が目指す環境像 

 

沖縄の豊かな自然の恵みを継承する、持続可能な循環共生社会 
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(2) 対象地域 1 
沖縄県全域を対象地域とします。 2 

 3 
(3) 計画期間 4 
本戦略では 2026（令和 8）年度から、第 3 次沖縄県環境基本計画に合わせた 2032（令和5 

14）年度までの 7 年間を短期目標として設定し、県などの関係機関において、様々な施策を6 
展開していきます。また長期目標として、2050（令和 32）年の将来像を設定します。 7 

 8 

 9 
本戦略と関連計画の計画期間 10 

 11 
なお、短期目標の計画期間の中間となる 2027（令和 9）年度までを前期計画期間、203212 

（令和 14）年度までを後期計画期間とします。 13 
 14 
  15 
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3. 第一次戦略の評価について 1 
第一次戦略である「生物多様性おきなわ戦略」は平成 25 年 3 月に策定されました。  2 
 3 

 4 
第一次戦略の表紙（生物多様性おきなわ戦略 平成 25年 3月 沖縄県） 5 

 6 
2030 年の中長期目標として「島々の生物多様性を育み、人と自然が共生する豊かな社会を7 

形成する」ことを掲げるとともに、2022 年の短期目標として（１）生物多様性を保全・回復8 
し、自然からの恵みを持続的に享受するための取組を拡大する、（２）生物多様性に関する9 
理解を社会的に浸透させるとしていました。 10 
また、５つの基本施策を定め、基本施策に沿った 118 の事業・取組が示されています。 11 
次に、第一次戦略の短期目標に対してあげた主な取組結果と基本施策と事業・取組の進捗を次12 

に示します。 13 
  14 
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第一次戦略の短期目標に対する主な取組結果 1 
短期目標 内容 主な取組結果 
（ １ ） 生 物
多 様 性 を
保全・回復
し、自然か
ら の 恵 み
を 持 続 的
に 享 受 す
る た め の
取 組 を 拡
大する 

生態系の保全を図ることで、生物多
様性の損失を止め、既に消失、劣化し
た生態系については科学的な知見に
基づきその再生を図るとともに、自然
からの恵みを賢明に利用することによ
り、自然からの恵みを将来にわたって
持続的に享受します。 

特に、世界的にも貴重な沖縄の自然
を保全し、しまんちゅの宝として次世
代に繋いでいくため、世界自然遺産へ
の登録を目指します。 

・自然保護区の面積は拡大（平成 23 年：53,473ha→
令和３年：90,156ha） 
・絶滅種数は平成 28 年に２種増加して 21 種になったも
のの、その後は種数を維持している  
（平成 23 年度：19 種→令和３年度：21 種） 
・沖縄県自然環境再生指針の策定（平成 27 年） 
・計画通りに自然再生事業が進行（6 地域で取組） 
・令和 3 年７月に沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産
登録の実現 

沖縄の美ら海を特徴づけるサンゴ礁
生態系の保全・再生を目指します。 

・面的な広がりのある大規模なサンゴの植え付けを実施 
（3.42ha の海域に 15 万 1,314 本のサンゴ種苗の植
付け） 
・海岸保全施設の整備に際し、生態系や自然景観など周
辺の自然環境に配慮した整備を促進（自然環境に配慮し
た海岸整備の延長： 平成 23 年度：600m→令和３年
度：2,560m 
・オニヒトデ大量発生の予察実証や大量発生メカニズム解
明に関する調査研究を実施 
・オーストラリア国立海洋科学研究所と研究協力協定を
締結し、効率的なオニヒトデ対策の研究を推進 
 

自然資源の利用ルールの普及啓発
や環境負荷の少ない観光施設の整備
などにより、自然からの恵みを持続的
に享受できる環境共生型観光地の形
成を目指します。 

・「保全利用協定制度」を活用し、自然環境の持続可能な
利用を図るため、事業者ヒアリングや協定制度に関する
オンライン配信、旅行業界向け勉強会、締結事業者間の
懇談会を開催。事業者間における保全利用協定の認定
数は 10 協定となった 
（平成 23 年：２協定→令和３年：10 協定） 
 

（ ２ ） 生 物
多 様 性 に
関 す る 理
解 を 社 会
的 に 浸 透
させる 

生物多様性に対する認識の向上を図
り、生物多様性の保全に関する取組に
県民の参加を促すことにより、生物多
様性に関する理解を社会的に浸透さ
せます。そのために、まず、沖縄の生物
多様性への理解を深めるためネットワ
ークの拠点となる生物多様性プラザ
（仮称）の構築を目指します。 

・生物多様性情報プラットホームを構築、情報の一元化を
図り、県内外に向け情報発信 
 
・県内小学校の 4～6 学年全員を対象に「生きものいっせ
い調査」、一般を対象にフォトコンテストを実施（H27 年
度：1,655 人 → R３年度：4,０５４人） 
・環境教育推進校を指定(2 年間)。先進校視察や課題研
究、成果報告などを実施した際には、指導助言など支援
を行った 

〇H24～25 久米島高等学校 
〇H27～28 辺士名高等学校 
〇H29～30 コザ高等学校 
〇R1(H31)～R2 北山高等学校 

・第 11 管区海上保安本部等と連携する OCCN（沖縄ク
リーンコーストネットワーク）の活動を行った 

  2 
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 1 
第一次戦略の基本施策と事業・取組の進捗 2 

基本施策 
 

１ 生物多様性の

損失を止めるた

めの取組 

（1）生態系保全区域の拡大と適正管理 
 

（2）世界自然遺産への登録推進 
 

（3）希少野生生物の保全 
 

２ 生物多様性を

保全・維持し、

回復するための

取組 

（1）陸域・水辺環境の保全・再生 
 

（2）赤土等流出防止対策 
 

（3）環境配慮型工法の推進 
 

（4）環境影響評価制度の充実 
 

（5）サンゴ礁、干潟などの保全・再生 
 

３ 自然からの恵

みを賢明に利用

するための取組 

（1）自然と共生する農林水産業の推進 
 

（2）自然と共生する観光産業の推進 
 

（3）生物資源の有効活用 
 

４ 生物多様性に

対する認識の向

上を図るための

取組 

（1）情報収集・発信と拠点の強化 
 

（2）市町村の地域戦略策定の促進 
 

（3）生物多様性への理解促進 
 

５ 生物多様性の

保全に関する取

組に県民参加を

促すための取組 

（1）様々な主体による活動の拡大 
 

（2）優良活動事例の共有 
 

（3）県民参加を促す仕組みづくり 
 

 3 
基本施策毎に実施した事業・取組について評価※を行った結果、約 8 割が「順調・概ね順4 

調」と評価されました。「やや遅れ・大幅な遅れ」は全体の 1 割となっており、新型コロナウ5 
イルスの影響はあるものの、短期目標に対して一定の成果があげられたと考えられます。 6 

これらの評価を活かして、第二次戦略では以下の方向性で施策を作成していきます。 7 
 8 

 第一次戦略における短期目標に対する取組結果や事業・取組とその評価を参考にしつつ、生9 
物多様性国家戦略 2023-2030 や関連計画との整合を図った事業・取組（行動目標）を新たに10 
設定する。 11 

 新しい概念や生物多様性に係る最新の知見を十分に取り込んだ事業・取組（行動目標）とす12 
る。 13 

 14 
※第一次戦略の評価については、「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」（平成 24 年 5 月策定）に15 
おける「検証票」を用いることを基本として、実施しました。  16 

5

4

8

6

1

3

2

10

10

3

3

8

7

5

3

3

3

4

2

2

2

1

2

1

5

1

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1

順調 概ね

順調

やや

遅れ

大幅な

遅れ

その他



 

41 
 

 2 
第３章 沖縄県における生物多様性の現状と課題 3 
第 3 章では、現在における沖縄県でみられる生物多様性とそこに存在する問題点および課4 

題について記載しました。 5 
 6 

1. 沖縄県における生物多様性の現状 7 
(1) 沖縄県の生物多様性の位置づけ 8 
日本は、世界的に見ても生物多様性の高い地域です。 9 

 10 
脊椎動物の種多様性損失リスクを最小化する観点の保全優先度スコア（世界）32 11 

※赤・黄色：優先度指標の値が大きい地域、グレー色エリア：現在すでに保護区に指定されている地域 12 
 13 
なお、日本は世界で 36 か所ある生物多様性ホットスポット※に選出されています。 14 

＊生物多様性ホットスポット：1500 種以上の固有維管束植物（種子植物、シダ類）が生育し、生物多様性が豊かである一15 
方で、原生環境の 7 割以上が改変され、危機に瀕している地域で、生物多様性を保全する上で優先的に守るべき地域16 
のことです。これまでに 36 か所が選定されています（2017 年）。 17 

（参考）CONSERVATION INTERNATIONAL Japan HP（https://www.conservation.org/japan） 18 
 19 
日本の中でも沖縄県を含む琉球列島は生物多様性の保全優先度が高い地域となっています。 20 

 21 
維管束植物・脊椎動物の種多様性損失リスクを最小化する観点の保全優先度スコア (日本)33 22 

 23 
世界的にも生物多様性の高い沖縄県は、誇るべき地域であり、かけがいのない地域である24 

と考えられます。 25 

 
32 （株）シンク・ネイチャー「世界の生物多様性地図」（note ウェブサイト）より引用 
33 「生物多様性保全利用指針 OKINAWA」（沖縄県 2022 年）  

日本からみた沖縄県 

世界からみた日本 
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(2) 琉球列島と固有種 1 
沖縄県がある琉球列島は、今から約 1200 万年～200 万年前、大規模な地殻変動によってユ2 

ーラシア大陸から切り離されました。その後、気候変動による海面変化によって島々の分離3 
と結合が繰り返されることで、各島の生物は独自に進化してしました。 4 
そして、沖縄県の生物多様性の特徴として、森林、河川、マングローブ、サンゴ礁などの5 

多様な生態系と、琉球列島の地史（成り立ち）に由来する「固有種」の多さが生まれました。 6 

琉球列島の全体像 7 
 8 
固有種には、「遺存固有種」と「新固有種」があります。「遺存固有種」は、大陸などに広9 

く分布していた種や近縁種が絶滅してしまい、現在は琉球列島だけに残された生物で、ヤン10 
バルテナガコガネやイボイモリなどです。「新固有種」は、もともと同じ種が地殻変動などで11 
島が切り離され、それぞれの島で別々に進化した生物で、トゲネズミ類（オキナワトゲネズ12 
ミ、トクノシマトゲネズミ、アマミトゲネズミ）やマルバネクワガタなどです。また、遺存13 
固有種でありながら新固有種といえるような種もいます。例えば、遺存固有種の例として紹14 
介されることが多いイシカワガエルです。イシカワガエルは琉球列島における遺存固有種で15 
ありながら沖縄島と奄美大島で長い時間交わることがなかったことからオキナワイシカワガ16 
エルとアマミイシカワガエルで別種になりました。これは長きにわたり生態系が守られてき17 
た賜物といえるでしょう。 18 
沖縄島北部（やんばる地域）及び西表島は、琉球列島のなかでも特に森林面積が広く残っ19 

ており、固有種や絶滅危惧種等が数多く生息・生育していることから、生物多様性を保全す20 
るうえで、極めて重要な地域であると評価され、鹿児島県の奄美大島と徳之島とともに、令21 
和３年７月に世界自然遺産に登録されました。  22 
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 1 

  2 

コラム Column 

注）このコラムは、令和 3 年度 沖縄県立博物館・美術館特別展「みんなの進化展－命はつながっている－」
の図録より、許可を得て引用しているものです。 
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(3) 県全体の現状 1 
沖縄県を特徴づける生態系として、亜熱帯照葉樹林、石灰岩林、マングローブ林、サンゴ2 

礁があります。 3 
沖縄県の代表的な森林として、山地林である亜熱帯照葉樹林と低地林である石灰岩林があ4 

ります。亜熱帯照葉樹林は、沖縄島北部のやんばる地域や西表島、石垣島などの高島の山地5 
に、石灰岩林は、沖縄島南部や宮古諸島などの低島の石灰岩台地に分布し、地形、地質、土6 
壌などの違いによって特有な生物が生育・生息しています。 7 
水域の特徴的な生態系としては、マングローブ林とサンゴ礁があります。マングローブ林8 

は、沖縄島の漫湖、慶佐次川、石垣島の宮良川、西表島などの河口や干潟などの汽水域に発9 
達しています。日本のサンゴ礁は、世界的にみて分布の北限に位置しており、その多くが琉10 
球列島と小笠原諸島に分布しています。九州（長崎県壱岐諸島を除く）、四国、本州では、サ11 
ンゴ礁は見られず、岩盤の上にサンゴがついたサンゴ群集がみられます。サンゴ礁には、海12 
洋生物の 2 割以上、魚類の 6 割以上の種類が生息するといわれ、生物多様性の高い貴重な生13 
態系です。 14 

 15 

 16 

沖縄県でみられる主な自然34 17 
  18 

 
34 「目からウロコの大生き物展！」（生きものいっせい調査 2020 in okinawa ウェブサイト（沖縄県）：

https://www.okinawa-ikimono.com/2020/biodiv-book2.html）を一部加工 
 

亜熱帯照葉樹林の様子 
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① 陸域環境 1 
陸域環境は、イタジイやガジュマルが優占する「森林」、人間活動の中心となる「農地・2 

都市」、陸と海をつなげる「河川」環境で構成されています。 3 
■ 森林 4 
沖縄島北部や石垣島、西表島などの高島の山地5 

には、イタジイ（スダジイ）の優占する亜熱帯照6 
葉樹林が広がっており、多様で固有性の高い希少7 
種の重要な生育・生息地となっています。 8 
沖縄島中南部や宮古諸島などの低島は、比較的9 

新しい島です。このような地域には、森林の中に10 
表面を流れる河川がほとんど見られないことが多11 
く、生物相も限られる傾向があります。また、農12 
地や宅地化が進んでいるため、森林は、土地利用13 
の困難な限られた丘陵地に残され、ガジュマルや14 
アカギ、リュウキュウガキなどの石灰岩地特有の15 
植物が生育しています。 16 
また沖縄島、与那国島、伊是名島、小浜島のよ17 

うに、高島・低島両方の性格をもつ島もありま18 
す。                           高島と低島について35 19 
海岸低地にはアダンやオオハマボウ、低地から20 

内陸山地にはアカメガシワ、オオバギ、イジュ、21 
リュウキュウマツなどの代償植生（人為的影響が22 
加えられた後に成立した植生）が分布します。 23 
森林は多くの鳥類や昆虫、植物などが生息・生24 

育する場となっています。森林が存在することに25 
より多様な生物の生息・生育が可能となり、生物26 
多様性が高まります。 27 
森林生態系は多くの野生生物の生息・生育の場28 

であるとともに、水源のかん養、土砂災害の防29 
止、水や大気の浄化、レクリエーションの場や木30 
材の供給など、多様な生態系サービスを提供して31 
おり、県民の健全で安定した生活環境を維持・形32 
成していく上で貴重な価値を有しています。 33 
しかし、これまでにリゾート施設や農地開発・ダム・道路の建設、各種経済活動に伴う森34 

林区域の減少などによる人為的な環境変化が進んでいます。 35 
また、森林区域及びその周辺区域の課題として希少生物の密猟・乱獲、ロードキル、侵略36 

的外来種の侵入等による森林生態系への影響があげられます。一方で、沖縄島北部では、マ37 
ングース等の外来種の防除による希少種の生息状況の回復傾向も確認されています。 38 

 
35 沖縄県史 各論編 1 自然環境より引用（2015 年 沖縄県） 

石灰岩につくガジュマルの様子 
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■ 陸水域環境 1 
沖縄県には大小約 300 の河川があります。本土と比べて沖縄県の河川は、流域面積が小さ2 

く、急勾配で延長が短いことが特徴です。また、降雨量は集中豪雨や季節による変動が大き3 
く、貯留能力が小さいため、沖縄島では取水量の約 8 割を北部地域のダムに依存しています。 4 
沖縄島北部や石垣島、西表島などの自然度の高い河5 

川の源流から上流部にかけては、コケタンポポなどの6 
流れが強い環境に適応した渓流植物が生育していま7 
す。また、沖縄島北部では、オキナワイシカワガエル8 
やナミエガエルなどのカエル類や、ヨシノボリ類やサ9 
ワガニ類などの重要な繁殖地となっています。 10 
人口が集中している沖縄島中南部地域の河川では、11 

生活排水・畜舎排水等などによる水質汚染、河道の直12 
線化や横断構造物などの河川整備、侵略的外来種の侵13 
入などにより、河川生態系の質は低下しています。 14 
沖縄島中南部や宮古島などの琉球石灰岩に覆われている地域では、地下水が貯留されてい15 

ます。地下水は崖や海岸などで湧水として現れ、人々の生活に利用される他、水生生物の貴16 
重な生育・生息地にもなっています。洞穴（鍾乳洞）には、地下で海とつながっている汽水17 
的な「アンキアライン（anchialine：陸封潮溜り）」と呼ばれる洞穴泉もあり、特殊な環境に18 
適応した固有なエビ・カニ類が発見されています。36 19 

20 

石灰岩地形における湧水のでき方37 21 
 22 

陸水域は、生物の生息に欠かせない環境であり、森林同士や森林と海をつないでいること23 
から、生物多様性の保全・向上において特に重要です。赤土や生活排水・畜舎排水等の流入、24 
護岸や砂防ダムの設置、侵略的外来種の侵入などにより河川生物の生育・生息環境の悪化が25 
課題となっています。一部では、自然環境に配慮した河川整備等による保全・再生が行われ26 
ています。  27 

 
36 「琉球列島の洞窟地下水域および海底洞窟における十脚甲殻類研究の現状（日本動物分類学会誌

44：15-22）」（2018 藤田喜久） 
37 「宮古島史第三巻自然編第 1 部（本編）」（宮古島市教育委員会 2019 年 3 月） 

自然林内の渓流の様子（国頭村 奥川） 
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■ 農地・都市 1 
沖縄県の約 17％の面積を占める農用地（水田・畑）は、農地と林がモザイク状に分布する2 

里地的な環境であり、資源を循環利用することで維持されてきました。農業者の高齢化等に3 
よる農耕地面積の減少や、単一栽培農地の増加により、生物多様性は低下しています。 4 
農地は、用水路などを通じて河川や沿岸環境などとつながっているため、農薬散布、施肥5 

による富栄養化、赤土流出などによる影響を軽減し、生物多様性を保全・向上するために、6 
環境に配慮した持続可能な農業（環境保全型農業）の推進が必要です。 7 
都市部は、人間活動が集中する地域で、住宅地、街路、公園緑地などで構成される環境で8 

す。市街地に点在する公園等の緑地や河川、沿岸の干潟等は、自然と身近に触れあえる憩い9 
の場として住民にとって重要であるとともに、動植物の移動や分布拡大のための緑の回廊10 
（コリドー）として重要な役割を担っています。 11 
歴史文化的に貴重な地域として保全されてきた良好な都市緑地には、多様な生物が生育・12 

生息していますが、植栽種やペットを含む多くの外来種の移入等による生態系の攪乱が起こ13 
っており、生物多様性は悪化しています。また、市街地及び周辺部は開発等による緑地等の14 
縮小・孤立・分断化が課題となっており、人と自然との距離が遠くなる傾向となっています。15 
そのため、都市部では残された自然を保全することや新規の外来種の侵入と拡大を防ぐこと16 
が課題になっています。 17 

 18 
緑の回廊のイメージ（末吉公園を核となる緑地とした場合）38 19 

  20 

 
38「沖縄県緑の回廊形成ガイドライン」（沖縄県環境再生課 ２０２０年３月） 



 

48 
 

② 沿岸・海域環境 1 
沿岸・海域環境は、陸域から砂浜や岩礁、干潟、サンゴ礁、外洋に至る環境で構成されて2 

います。陸域と沿岸とは河川によりつながり、沿岸と外洋とは海流、潮の干満、波風により3 
つながっています。 4 
サンゴ礁の内側に広がる浅いイノー（礁池）は、沖からの波あたりや、陸からの川の影響5 

の変化などにより、露岩地や砂礫地、海草藻場や干潟・マングローブなどの多様な環境がで6 
きることで、多様な生きものが生息しています。イノーは「海の畑」とも呼ばれ、潮が引く7 
と歩いてわたることもできるため、海藻、魚介類などを得る場として、水産業上も重要な場8 
所です。また、ニライカナイ信仰39や、ハマウリ（浜下り）、アブシバレー（畦祓い）、ウン9 
ジャミ（海神祭）などの伝統行事に利用されており、住民の生活・文化の形成に重要な場所10 
です。 11 
沿岸生態系は、人間の生活や経済活動などによる陸域からの影響を受けやすくなっていま12 

す。そのため、沿岸における生物多様性を保全・向上するためには、陸域と海のつながりを13 
考慮した総合的な対策を講じる必要があります。 14 

 15 

 16 
海岸付近で観察できる環境40 17 

  18 

 
39 東方の海の彼方にあの世・神界があるとする沖縄特有の信仰 
40 「辺野古・大浦湾シンポジウム概要報告書」（沖縄県 2018 年 3 月）を一部加工 

クチ（水路） 

ヒシ（礁嶺） 
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■ サンゴ礁 1 
琉球列島の西側海域を流れる黒潮は、沖縄県周2 

辺海域の水温を温暖にするとともに、南方の島々3 
から海洋生物の浮遊幼生を運んでいます。そのた4 
め、比較的高緯度であるにもかかわらず、約 4005 
種の造礁サンゴが分布しています。特に石垣島と6 
西表島の間に広がる石西礁湖は日本最大のサンゴ7 
礁があり、北側を流れる黒潮の影響を受け、世界8 
で 3 番目のサンゴの種数を誇る多様性の豊かな場9 
所です。さらに、黒潮に乗って沖縄島などの海域10 
へのサンゴの幼生等の供給源となっている可能性が11 
あり、わが国のサンゴ群集を支える上で重要な役割を果たしていると考えられています。41 12 
沖縄県の豊かなサンゴ礁生態系は、謝名瀬（宜野湾市）、慶良間海域、久米島東部、ツフツ13 

ワ干瀬（宮古島）、八重干瀬（池間島）、石西礁湖など、県内全域に様々なタイプで存在して14 
おり、漁業だけでなく、ダイビングやシュノーケリング、遊漁等の観光に利用されています。 15 
サンゴ礁の斜面には、様々な規模の多様な海底洞窟が存在します。伊江島や下地島では高16 

い潜水技術による調査が進められており、今もエビ・カニ類やヒトデの仲間などの新種が確17 
認されています。42,43 18 
サンゴのつくりだす複雑な空間構造には、多種多様な生物が共存し、サンゴ礁は水産生物19 

の生産の場や水質浄化、天然の防波堤、美しい景観による観光資源などの様々な機能を有し20 
ており、人々の生活や産業に深くかかわっています。 21 
平成 10（1998）年と平成 28（2016）年には、高水温によって大規模なサンゴの白化現象22 

が地球規模で起こり、石西礁湖の浅海域では 90％、宮古島～八重山諸島では 63～100％もの23 
サンゴが白化しました。44さらに平成 13（2001）年頃からオニヒトデの大量発生が確認され、24 
サンゴ群集の回復を妨げています。 25 
オニヒトデの大量発生は、幼生の餌となる植物プランクトンなどが増え、そのために多く26 

の幼生が生き残ることが原因だと考えられています。植物プランクトンは、生活排水や肥料27 
等が陸から海に流出し、栄養塩と呼ばれる海水中のリンや窒素の濃度上昇により増えるため、28 
人間の活動がオニヒトデの大量発生をひきおこしている可能性があります。45 29 
気候変動による白化現象、オニヒトデ等の食害生物の影響、陸域からの赤土・排水等の流30 

入、埋立、化学物質等によるサンゴ礁への影響、観光・レジャーによる不適切な利用が課題31 
となっています。 32 
  33 

 
41 「令和 3 年度 気候変動適応計画推進のための浅海域生態系現況把握調査業務報告書」（環境省 

2022 年 3 月） 
42  「琉球列島の洞窟地下水域および海底洞窟における十脚甲殻類研究の現状（日本動物分類学会誌

44：15-22）」（2018 藤田喜久） 
43  「宮古島史第三巻自然編第 1 部（本編）」（宮古島市教育委員会 2019 年 3 月） 
44 「サンゴ礁生態系保全行動計画 2022-2030」（環境省 2022 年 3 月） 
45 「平成 29 年度オニヒトデ総合対策事業 オニヒトデ大量発生の仕組みとその予測」（沖縄県 2018 年 3
月） 

海底に広がるサンゴ群集の様子 
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■ 海岸 1 
大小さまざまな島嶼からなる沖縄県は、約2 

1,748km の海岸線を有し46、白い砂浜や琉球石3 
灰岩の海食崖などが美しい自然景観を形成して4 
います。 5 
海岸部では環境に適応した様々な植物群落が6 

みられ、地域特有の景観を形成しています。砂7 
浜ではスナヅル等のツル性植物、その背後には8 
アダンやクサトベラなどの海岸林が確認されま9 
す。 10 
沖縄島や周辺離島の砂浜は、ウミガメ類やオ11 

カヤドカリ類の産卵に利用されています。ま12 
た、海との関りが深い伝統行事やイザリ漁、釣13 
りなど、住民の利用も頻繁なエリアです。 14 
近年では、埋立造成により浅瀬のリーフや砂15 

浜が減少し、人工ビーチが整備されることで、16 
海岸の原風景が失われ、生物多様性や水質浄化      17 
機能の低下も懸念されます。海岸整備や開発、 18 
外来種の植栽、盗掘、廃プラスチック類等の漂    ウンジャミ（伊平屋村田名地区）47 19 
着ゴミ、本来の植生の喪失、希少種の生育・生 20 
息環境の劣化、また直立堤などによる海岸へのアクセス性の低下等の様々な課題があり、自21 
然環境だけでなく、漁業や観光にも影響を及ぼしています。 22 
特に、海岸に繰り返し漂流・漂着する大量の23 

漂着物による様々な影響が懸念されおり、行政24 
や地域住民等が回収・処理等の対策に追われて25 
います。沖縄県では、海岸漂着物等についてモ26 
ニタリング調査を実施しており、海岸漂着物や27 
海岸に存在するマイクロプラスチック、これら28 
に混入・付着している有害物質による生態系へ29 
の影響が懸念されます。 30 
マイクロプラスチックは、すでに県内海岸に31 

も多く存在していますが、微細であるため回収      海岸漂着物の様子48 32 
・処分が困難です。そのため、問題と影響を正 33 
しく理解し、不法投棄・ポイ捨て対策の徹底、プラスチック類の使用の削減、分別回収・リ34 
サイクルの促進等、様々な段階に関わるすべての人が、意識して取組むことが重要です。 35 

 
46 琉球諸島沿岸海岸保全基本計画（2003 年 4 月 沖縄県） 
47 「 【北部地区】「沖縄、ふるさと百選」認定団体紹介」（沖縄県 HP：

https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/muradukuri/kassei/press/furusatohyausen.html） 
48 「 海岸漂着物対策 概要」（沖縄県 HP：

https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/kankyo/1004212/1023447.html） 
 

海岸植生の様子（砂浜） 

スナヅル 

アダン 

クサトベラ 
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■ 藻場 1 
藻場は、比較的波のおだやかなイノー内の砂2 

礫底に、リュウキュウスガモやリュウキュウア3 
マモ、ウミショウブなどの海草類からなるアマ4 
モ場や、ホンダワラ類などの海藻類からなるガ5 
ラモ場があります。本県では、沖縄島の大浦湾6 
周辺・金武岬東側や古宇利島周辺、宮古諸島や7 
八重山諸島などに形成されています。 8 
「海のゆりかご」とも称される藻場は、魚類9 

や貝類、甲殻類など多くの生きものの産卵の場10 
や隠れ家、餌場などになっています。また、水中11 
の有機物を分解し、栄養塩類や炭素ガスを吸収し、酸素を供給するため、海水の浄化に大き12 
な役割を果たしています。 13 
アマモ場には、ホソエガサ、ウミヒルモ、オオウミヒルモなどの希少種が群落で広く分布14 

し、アオウミガメやジュゴンが餌場として利用しています。 15 
沿岸部の埋立工事による海草藻場の縮小が課題となっています。一部の事業では、海草藻16 

場の持つ機能や希少種の存続・生育に配慮した様々な保全対策が行われています。 17 
 18 
■ 干潟・マングローブ林 19 
河口付近の汽水域や干潟には、オヒルギやメヒルギ、ヤエヤマヒルギ等、亜熱帯～熱帯特20 

有のマングローブ林が発達しています。八重山を北限とするマヤプシギや、宮古島を北限と21 
するヒルギダマシ、沖縄島を北限とするヒルギモドキやヤエヤマヒルギなど、北限種が多い22 
ことが特徴です。 23 
干潟は甲殻類や貝類などの生息地であり、シギ・チドリ類など旅鳥の渡来地です。漫湖24 

（沖縄島）、与那覇湾（宮古島）の干潟は、国際的に重要な湿地としてラムサール条約湿地に25 
登録されています。国内で沖縄島のみに分布するクビレミドロ（黄緑藻類）及びトカゲハゼ26 
（魚類）は、学術上重要な種です。 27 
マングローブや干潟は、豊かな生物多様性と高い生物生産性を有し、水質浄化機能、防28 

災・減災機能、環境教育や人と海のふれあいの場としての機能などの重要な役割があります。 29 
沿岸部の埋立工事による干潟の縮小が課題となっています。また、本来その地域に生育し30 

ないマングローブ種の植栽によって干潟域を埋め尽くし、希少種等の生息を脅かすなど、生31 
態系に及ぼす影響も課題となっています。 32 

 33 

海草による藻場の様子 
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③ 社会的状況 1 
■ 人口 2 
令和 2年現在、沖縄県の人口は147万人で、平成 27年国勢調査から5年間で 2.4%増加しま3 

した。地域別には、沖縄島中南部地域に全人口の約 84%が集中し、近年増加しています。人4 
口が少ない北部地域及び八重山地域は、昭和 50 年頃からほぼ横ばい、宮古地域や南部離島地5 
域は、減少傾向にあります。 6 
伝統文化や豊かな自然とのふれあいが比較的乏しい都市部で生活する人の割合が、今後も7 

増加傾向にあるため、県民を対象とした環境教育や、豊かな自然での体験の機会を創出する8 
ための取組み等を充実させることが重要です。［環境基本計画ｐ17-18 参照］ 9 

 10 
■ 産業構造 11 
沖縄県の産業は、第一次産業の占める割合が 1.3%、第二次産業が 17.9％、第三次産業が約12 

81.3%（平成 30 年度）であり、観光業をはじめとするサービス産業の割合が高いことが特徴13 
です。特に、観光産業は大きく発展し、平成 30 年度には入域観光客数が 1,000 万人に達しま14 
した。直近は新型コロナウイルスの影響で減少したものの、今後は回復・増加が予想される15 
ため、エコツーリズムだけでなく、農業や食文化、伝統文化の体験等の多様な観光を発展さ16 
せることで、地域全体の活性化が期待されます。［環境基本計画ｐ18-20 参照］ 17 

 18 
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■ 世界自然遺産、ラムサール条約と保護地域 1 
沖縄県のすぐれた自然環境を有する地域については、国際条約である世界遺産条約やラム2 

サール条約に基づいて登録されており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する3 
法律（以下、種の保存法）、自然公園法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法4 
律（以下、鳥獣保護法）等の法規制によって開発等が規制されています。 5 
世界自然遺産の登録により、沖縄島北部及び西表島の自然環境が世界的に認められ、自然6 

環境の保全に対する意識や地域活性化への期待が高まっています。一方で「生物多様性」を7 
将来にわたり保全し、次世代に継承するため、外来種対策、違法採集対策、ロードキル対策、8 
持続的な観光に向けたオーバーツーリズム対策等の様々な取組を推進する必要があります。 9 
  10 
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 1 
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 3 
   4 

 5 
   6 
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■ 企業の取組 1 
世界自然遺産登録地域を擁し、希少な動植物が数多く生息し、美しいサンゴ礁に取り巻か2 

れた自然豊かな地域としてのイメージが広く定着している沖縄県は、CSR（Corporate Social 3 
Responsibility：企業の社会的責任）活動の場として高い訴求力を持っています。生物多様性4 
の保全に寄与する企業の取組は、TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures：5 
自然関連財務情報開示タスクフォース）等を通じ企業活動の持続可能性の向上にもつながり6 
ます。 7 
県内外の多くの企業が、沖縄県の自然環境を対象として以下の表のような CSR 活動を行っ8 

ており、企業がネイチャーポジティブをけん引するモデルとなることが期待できます。また9 
継続的にこのような活動を行うことで、自然共生サイトにも認定されるような区域も増えて10 
くるでしょう。 11 

県内外の企業による CSR 活動の一例 12 

①サンゴの植え付け ⑧AI を用いた生物情報可視化による外来種調査支援 

②サンゴ礁の調査 ⑨野良犬・猫の捕獲・保護事業の IoT 化支援 

③サンゴの県外展示飼育(将来県内移植) ⑩首里城復興や水質保全に向けた森林植樹 

④水産稚魚やウミガメの放流 ⑪チョウの棲む里づくり 

⑤自動販売機を使った鳥の鳴き声調査 ⑫海岸・河川の清掃活動 

⑥ロードキル防止標識の設置 ⑬道路沿いの花壇を除草・清掃・花苗植え付け・管理 

⑦外来植物の防除作業 ⑭森林やサンゴ礁保全のチャリティー商品製作・販売 

 13 
2024 年 6 月には、県内で初となる TNFD に基づくレポートが発行されました。レポート14 

では、事業活動による自然資本への影響・依存、リスク評価を行い、具体的な取り組みが示15 
されています。 16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 

49 29 
 30 

 
49沖縄セルラー電話ウェブサイト(https://okinawa-cellular.jp/social-contribution/tnfd-

report/）  

TNFD レポート表紙（左）と通信テクノロジーを活用した

活動事例（右上：マングースの自動識別判定システム） 
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企業の取組み事例 1 
 沖縄県の生物多様性保全のために、多くの企業が CSR 活動に取り組んでいます。ここでは、2 
「自然再生」、「種・遺伝子の保存」に関する活動を２つ紹介します。 3 
 4 
事例 1：サンゴ保全プログラム「チーム美らサンゴ」の取組み 5 
チーム美らサンゴは、サンゴの苗の植え6 

付けプログラム等の啓発イベントを通じ7 
て、沖縄県恩納村のサンゴ保全活動を行う8 
とともに、「美ら海を大切にする心」をよ9 
り多くの人々に広げることを目的に、200410 
年に沖縄県内外企業 10 社が集まって結成11 
されました。 12 
恩納村漁業協同組合の協力や、環境省・13 

沖縄県・恩納村の後援を受け、恩納村のサ14 
ンゴ保全活動を開始。 15 
2025 年 3 月現在メンバー企業は 17 社、16 

年5回のサンゴ苗の植え付けプログラムを実施しています。2024年には創立20周年を迎え、17 
2023年までに植え付けた苗は19,439本、植え付けプログラムの参加者は延4,433名となって18 
います。 19 

 20 
事例 2：ロードキルの削減支援に関する取組み 21 
自動車保険の専用ドライブレコーダーでは動物注意アラ22 

ート機能を提供しており、希少動物や危険動物が生息する23 
地域に接近した際にドライバーに注意を促すことで、ヤン24 
バルクイナ、イリオモテヤマネコ等の希少種との事故を減25 
らす取組みが進められています。また、2022 年度から専用26 
ドライブレコーダーの販売実績に応じて、希少動物保護や27 
ロードキル削減に取り組む団体等に寄付を行っています。 28 

 29 
画像：https://irric.co.jp/pdf/risk_info/eternal/sus11.pdf より引用 30 
 31 
参考 生物多様性ビジネス貢献プロジェクト 企業の取組事例（環境省 HP） 32 
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/business/kigyou/ 33 
事例 1：ターゲット 2「沖縄県恩納村のサンゴ保全プログラム『チーム美らサンゴ』の取り組み」 34 
事例 2：ターゲット 4「自然資本・生物多様性へのネガティブインパクトを緩和する保険シリーズ」 35 
  36 

対象地域 対象動物 

沖縄県 ヤンバルクイナ 

沖縄県 イリオモテヤマネコ 

奈良県 奈良公園のシカ 

鹿児島県 アマミノクロウサギ 

長崎県 ツシマヤマネコ 

北海道 エゾシカ 

秋田県 ツキノワグマ 

コラム Column   8 
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また県内の金融機関では、持続可能な地域社会の実現を推し進めるために、サステイナブ1 
ル（持続可能）な事業を対象とする融資が行われています。第 1 章でも述べたように、世界2 
的にも国内でもこのような投融資は関心が高まっています。今後は、投融資に際し経済的リ3 
ターンに加えて、社会的（環境・社会問題改善）リターンも求められるようになってくると4 
予想されます。沖縄県内の金融機関でも採用されている主なローン形態を以下に紹介します。 5 

サステイナビリティな行動・プロジェクトに要する資金調達のための融資50 6 

 7 
 8 

沖縄県は、「おきなわ SDGs プラットフォーム」や「おきなわ SDGs パートナー登録制度」を9 
創設し、「おきなわ SDGs アクションプラン」（R5年改定）を策定しています。51 10 
「おきなわ SDGs プラットフォーム」とは、沖縄県内で SDGs に関する活動に取り組む、ま11 

たは関心を持つ企業、団体、自治体、個人等が【情報共有】や【交流・連携】を図る場とし12 
て構築された仕組みです。会員になることで、支援を受けたり、取組を発信したり、会員同13 
士で交流・連携することができます。 14 
「おきなわ SDGs パートナー登録制度」とは、SDGs の15 

達成に向けた取り組みを行うとともに、県民に向けた16 
SDGs の普及活動を行う企業・団体のことで、1,088 団体17 
が登録しています（令和 7 年 1 月時点）。ウェブサイト18 
から、登録企業・団体の取組内容を知ることができま19 
す。これらの仕組みによって、生態系保全に寄与する20 
取組等を実施している企業のみえる化を目指します。 21 

 
50 グリーンファイナンスポータルウェブサイト（https://greenfinanceportal.env.go.jp/） 

51「おきなわ SDGs プラットフォームとは」（おきなわ SDGs プラットフォーム HP） 

【グリーンローン】 
●主な特徴 

・ 調達資金の使途がグリーンプロジェクトに限定される。 
・ 調達資金が確実に追跡管理される。 
・ それらについて融資後のレポーティングを通じ透明性が確保される。 

●メリット 
・ サステナビリティ経営の高度化 
・ グリーンプロジェクト推進による社会的支持の獲得 
・ 新たな貸し手との関係構築による資金調達基盤の強化 
・ 比較的好条件での資金調達の可能性 

 
【サステナビリティ・リンク・ローン】 
●主な特徴 

・ 借り手がサステナビリティに関する野心的な SPTs に向けて行動し、その改善度合と融
資条件が連動している。 

・ グリーンローンと異なり、調達資金の融資対象が特定のプロジェクトに限定されない。 
・ それらについて融資後のレポーティングを通じ透明性が確保される。 

●メリット 
・ サステナビリティ経営の高度化 
・ サステナビリティ経営に係る取組及び環境・社会面で持続可能な経済活動の推進に関す

る積極性のアピールを通じた社会的な支持の獲得 
・ サステナビリティ・パフォーマンスを向上することによる貸出条件等におけるインセン

ティブ 
・ 新たな貸し手との関係構築による資金調達基盤の強化 

コラム Column   9 
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■ NPO の取組 1 
企業だけでなく NPO（非営利団体）においても環境保全活動が実施されています。NPO2 

には、海岸や地域の自然を保護・保全や環境教育を行う様々な団体があります。 3 
沖縄県全体で環境保全に関わる活動の数は R2 年度までは数を増やしていましたが、R4 年4 

度以降減少しています。今後は継続的・体系的な活動を実施するために、県民や企業、各種5 
団体などのステークホルダー（利害関係者）との連携が重要となります。 6 

 7 

沖縄県における環境に関する活動を行う特定非営利活動法人数（令和 6年 9 月 30 日）52 8 
 9 

沖縄県で環境活動をしている NPO 法人（一部） 10 

 11 
  12 

 
52 「沖縄県認証の特定非営利活動法人一覧」（沖縄県 HP）をもとに作成 
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団体名 事業分野・内容 活動概要

モニタリング・普及啓発 サンゴ礁モニタリング・保全普及啓発事業

調査・普及啓発 浦内川の絶滅危惧魚類の調査・保全活動

海岸清掃・漂着ごみ調査 ビーチクリーンアップ大作戦

海洋調査 リーフチェック

海岸清掃 海岸清掃・海岸漂着ゴミの調査・普及啓発活動

石西礁湖サンゴ礁基金
サンゴ礁の調査研究、広報啓
発等

八重山地方のサンゴ礁保全・再生事業

アクアプラネット サンゴ礁の移植・養殖活動 3935（サンキューサンゴ）プロジェクト

グローイングコーラル サンゴ礁の保全・増殖・啓発 サンゴ礁の保全・増殖・啓発

美ら海振興会 サンゴ礁保全・再生活動 サンゴ礁再生、植え付け、天敵駆除、水中・海岸清掃活動

海がめを守る会（渡嘉敷村）
ビーチクリーン活動、調査、
普及啓発

ウミガメの保全活動

調査、再生・回復活動 水辺植生、希少植物の調査研究、再生・回復活動

普及啓発 自然体験、環境学習

人材育成 エコツアーガイド、環境指導員の育成

どうぶつたちの病院沖縄
調査研究、ロードキル対策、
ネコ対策

やんばる・西表プロジェクト

やんばる・地域活性サポート
センター

ヤンバルクイナのリハビリセ
ンター設営・維持管理

ヤンバルクイナのリハビリセンター設営・維持管理

沖縄有用植物研究会 普及啓発 沖縄の在来・有用植物の勉強会・観察会の開催

久米島ホタルの会
クメジマボタルの保全・啓発
活動

ホタルの里づくり、観察会、調査

おきなわグリーンネットワー
ク

赤土等流出防止活動・普及啓
発

グリーンベルト植栽活動、出前講座

たきどぅん（竹富町） 民具づくり教室 体験プログラムの提供

トラ・ゾウ保護基金　西表島支部
やまねこパトロール

ロードキル対策 環境教育や夜間のパトロールの実施

西表島エコツーリズム協会

宮古島海の環境ネットワーク

おきなわ環境クラブ
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■ 観光と自然 1 
沖縄県は、美しい砂浜や豊かなサンゴ礁生態系等の豊かな自然資源を有することから、海2 

水浴・マリンレジャー、ダイビング等を目的とした観光客が訪れてきました。近年は、沖縄3 
料理や御嶽、グスクなどの歴史文化遺産めぐり、エコツアー等、目的も多様化しています。4 
観光産業は、本県の持続的発展に欠かせない基幹産業であり、県民意識調査によると、８割5 
以上の人が県の発展に重要な役割を果たしていると考えています。53 6 
沖縄県における観光客数は、令和２～３7 

年度にかけて新型コロナウィルスの感染拡8 
大に伴う移動制限により大きく減少しまし9 
たが、感染拡大防止と社会経済活動の両立10 
が推進されることに伴い、令和４年度から11 
回復傾向にあります（右図54・55）。 12 
また、沖縄県全体の観光客数の増加に伴13 

い、特に保全する必要がある遺産地域では14 
より注意深く来訪者の動向を把握し、フィ15 
ールドのオーバーユース（過剰利用）等を16 
未然に防止する仕組みの構築など観光管理17 
の取組を強化していく必要があります。 18 
さらに、観光客数の増加により懸念される自然環境及び地域の生活環境への影響としては19 

以下の点が挙げられます。例えば、交通量の増加に伴うロードキル（野生生物の交通事故）20 
や希少生物の持ち去り（密猟・盗掘等）のリスクの増加、生息環境の悪化や繁殖への悪影響、21 
外来種の侵入リスクの増加等の生態系へのインパクトが考えられます。また、観光客の急増22 
や特定の地域・時期への集中により、特に離島においては船や駐車場等の混雑による地域住23 
民の交通利便性の低下、廃棄物処理や上下水供給などのインフラへの負荷の増大など住民生24 
活への影響が懸念されるほか、地域の魅力や利用者の満足度を低下させ、持続可能な観光利25 
用を困難にするおそれがあります。以上のようなオーバーツーリズムを防止・抑制するため26 
には、地域ごとに入域規制やガイド同伴の義務化等の仕組みづくりや、来訪者に対するルー27 
ル・マナーの周知の強化など具体的な取組みを進める必要があります。 28 
具体的な取り組みの例として、西表島では、世界自然遺産に登録された一方で、従前より29 

オーバーツーリズムの問題が指摘されており、登録にあたって世界遺産委員会から観光管理30 
に関する要請事項を受け、対策を強く求められています。そのため、行政機関や地域関係者31 
からなる「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産地域連絡会議西表島部会」32 
では、令和５年３月に「西表島観光管理計画」を策定し、西表島の持続可能な観光を実現す33 
るための各種取組を実施しています。具体的には、遺産地域内では、エコツーリズム推進全34 
体構想のルールに基づく利用制限及び特定自然観光資源への立入規制と、竹富町観光案内人35 
条例に基づくガイドの免許制度の導入、事業者への利用ルールの遵守等、規制的手法による36 
管理を行っています。また、西表島全体の入域観光客数については、１日当たり 1,200 人、37 

 
53「沖縄観光に関する県民意識の調査及び分析委託業務報告書【概要版】」（2024 年３月 沖縄県） 
54 「令和 5 年度版 観光要覧」（2025 年 2 月 沖縄県） 
55 「令和 5 年度 沖縄県入域観光客統計概況」（2024 年 4 月 沖縄県） 

沖縄県における入域観光客数 
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年間 33 万人の管理基準を設定し、その達成に向けて観光関連事業者と関係行政機関において、1 
来訪者の分散に向けて取り組みを進めています。 2 

 3 
 4 

 5 
西表島内のガイド事業者数（陸域）の推移56 6 

 7 
沖縄県では、「保全と利用のバランスをとりながら、次世代に豊かな自然・文化を継承し、8 

同時に観光産業の持続的な発展を図る制度」として、平成 14 年から「保全利用協定」の運用9 
を開始しており、現在 6 地域（更新中含む）の協定が認定されています。 10 

 11 
保全利用協定締結地域57 ※更新手続き中 12 

地区名（市町村） 活動内容 締結事業者数/初認定年 

仲間川地区 
（竹富町西表島） 

動力船での遊覧、カヌーでの自然観察 10 事業者／2004 年※ 

伊部岳地区 
（国頭村） 

トレッキング 1 事業者／2014 年※ 

大浦川地区 
（名護市） 

カヤックや SUP 等での自然観察、遊歩道及び大
浦集落内の散策 

6 事業者／2014 年 

白保サンゴ礁地区 
（石垣市） 

シュノーケリングによる海中観察、カヤック、干潮
時の自然観察、伝統的漁業体験、海岸・集落散策 

10 事業者／2015 年 

謝名瀬地区 
（宜野湾市） 

スキューバダイビング及びシュノーケリングによる
水中（生物）観察 

13 事業者／2016 年 

保良クバクンダイ 
鍾乳洞（宮古島市） 

カヤックによる自然観察、鍾乳洞内の観察（探検） 8 事業者／2022 年 

 13 
 

56 「西表島観光管理計画」（2023 年 3 月 世界自然遺産地域連絡会議 西表島部会） 
57 「保全利用協定締結地域」（保全利用協定サポートデスク HP） 
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観光客数が増加することで、環境美化や環境保全及び観光施設の維持整備が必要になりま1 
す。それらに係る費用を確保するために、沖縄県の一部の市町村では法定外税として環境協2 
力税（伊平屋村、伊是名村、渡嘉敷村）や美ら島税（座間味村）を導入しています。 3 
竹富町では、1970 年代から入域料（通称：入島料）の導入について議論が始まり、令和元4 

年には、地域自然資産法に基づく入域料（一人 300 円）が導入されましたが、任意の協力金5 
であるため、収受率は１～２割と低迷しています。58このため、法定外税として、全島（有6 
人島）への来訪者を対象とした「竹富町訪問税」が令和７年６月に公布され、令和８年度中7 
の施行を目指しています。59 8 

 9 
沖縄県市町村における法定外税の概要60 10 

 11 

 12 
本県の豊かな自然資源を活用する観光事業者は、来訪者に対して利用ルールや生物多様性13 

の豊かさを伝えるとともに、豊かさが損なわれていないかを常に監視することで、生物多様14 
性の保全・向上に貢献することが期待されます。 15 

16 

 
58 「竹富町における利用者負担の仕組みの構築について（報告書）」（令和 4 年 12 月 22 日 竹富町に

おける利用者負担の仕組み構築に向けた検討会） 
 「第 2 次竹富島地域自然資産地域計画」（令和 6 年 8 月 竹富町） 
59 竹富町訪問税（竹富町 HP）https://www.town.taketomi.lg.jp/soshiki/houmonzei/houmonzei/ 
60 「沖縄県市町村における法定外税の概要」（沖縄県 HP） 
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マリンレジャーの未来のために ～恩納村の先進的な取組み～ 1 

沖縄の美しい海は、世界に誇ることのできる最大の魅力と言っても過言ではありません。2 
その美しい海を体感できるダイビングやシュノーケリングを体験しに、国内外から多くの観3 
光客が訪れています。しかし、オーバーツーリズムが美しい海を脅かしている現実が明らか4 
になってきました。そのようなオーバーツーリズムの問題を、環境と経済の両面からの解決5 
を試みる恩納村の取組みを紹介します。 6 

グリーン・フィンズの導入 7 
県内屈指のダイビング・シュノーケリングの人気スポットである恩納村の真栄田岬では、8 

岸際に生息するサンゴのエントリー時の踏みつけによるサンゴ被度の低下や魚の餌付けによ9 
る生態系のかく乱が問題になっていました。 10 
そこで恩納村は、「Green Fins（グリーン・フィンズ）」と呼ばれる UNEP（国連環境計画）11 

とイギリスの Reef World 財団によるサンゴ礁保全の取組みを導入しました。具体的には、環12 
境に配慮したダイビングやシュノーケリングのガイドラインの作成と、それを遵守している13 
ダイビングショップの評価・認定を行なっています。 14 
世界ではタイ・フィリピン・モルディブ・ベトナム・エジプトなどダイビングやシュノー15 

ケリングの観光産業が盛んな 14 カ国、約 700 のダイビングショップに採用されています。日16 
本で本格導入するのは恩納村が初めて、自治体が主体となって導入するのは世界で初めてで、17 
2025 年 3月時点で 19 のショップが認定されています。 18 

「グリーン・フィンズ」ガイドライン 19 
グリーン・フィンズでは、持続可能なダイビングやシュノーケリングを実現するために、20 

以下のような環境アドバイスを定め、ダイビングインストラクターやゲストの方々への環境21 
保全に対する意識の向上を目指しています。 22 

 23 
 24 
 25 

  26 

コラム Column 

全部で 15 個のアイコンがあります！ 

グリーンフィンズ・アイコンの説明 
これらの環境アドバイスを守りサンゴ礁を守りましょう 

サンゴに触ったり、蹴ったり、膝をついたり、寝転がったり、踏んだりしない 

足やフィンに常に気をつけましょう。ダイバーやシュノーケラーは、
足やフィンで簡単にサンゴを壊してしまいます。サンゴはとても壊れ
やすく、成長するのに長い時間がかかります。サンゴを踏んだり蹴っ
たりすると、サンゴが壊れたり、病気にかかったり、死んでしまった
りすることがあり、さらにあなたも足を切るかもしれません。 

沈殿物を巻き上げない 

十分に注意しないと、フィンが土砂やゴミを巻き上げて、小さな生
息地を乱し、サンゴを覆ってしまうことがあります。これは、サン
ゴの光合成能力を低下させ、サンゴを死滅させる可能性がありま
す。また、病気が蔓延したり、小さな生物が流されたり、補色され
る可能性が高まったりすることもあります。 

海洋生物を追いかけたり触ったりしない 

これは、どんな生物にも大きなストレスを与えます。病気を伝染
させたり、魚類、哺乳類、無脊椎動物などの保護膜を剥がしたり
することもあります。見ても触ったり、近寄りすぎないようにし
ましょう。海洋生物に十分なスペースを与えることで、より長
く、楽しい出会いがある可能性も高くなります。 

Green Fins ポスター・ガイドラインを元に作成 

サンゴや海洋生物を使った 
おみやげを買わない 

  10 
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恩納村が目指す未来 1 
恩納村は、2018 年に「世界一サンゴと人にやさしい村」を目指し『サンゴの村宣言』を行2 

い、2019 年に「SDGs 未来都市」に選定されました。サンゴを守ることで持続可能な村を実現3 
するため、SDGs の考え方を用い、環境・経済・社会の 3 つの軸で、さまざまな取組みを行な4 
っており、その中で環境と経済に関わる取組みの一つとしてグリーン・フィンズを導入して5 
います。 6 
沖縄県が策定した「おきなわ SDGs アクションプラン」の中でも、魅力的な観光産業の展開7 

と生物多様性の両立により、世界に誇る持続可能な観光地（サステナブルツーリズム等）の8 
形成を実現するという目標に向けたアクションとして、環境にやさしいスキューバダイビン9 
グやシュノーケリングを推進する世界的な仕組みである「グリーン・フィンズ」の推進を挙10 
げています。 11 
右図のようにグリーン・フィ12 

ンズを中心としたサイクルを廻13 
すことで、環境分野の目標であ14 
る「サンゴなど豊かな自然あふ15 
れる社会の実現」と経済分野の16 
目標である「サステナブルツー17 
リズムの実現」の両立を目指し18 
ています。 19 
その実現のため、グリーン・20 

フィンズの活動をダイビング関21 
係者だけではなく、ダイビング22 
ショップを利用する人々に知っ23 
てもらい、より多くの人にグリ24 
ーン・フィンズの認定店を選ん25 
でもらうことがカギとなります。 26 
 また、恩納村では国内初となるグリーン・フィンズの認定員のトレーニングも行っており、27 
認定店の拡大に向けて精力的に活動しています。 28 
 29 

参考 恩納村ホームページ 村政情報 Green Fins（グリーン・フィンズ） 30 
https://www.vill.onna.okinawa.jp/politics/1683856059/ 31 
  32 

グリーン・フィンズの導入により恩納村が目指すサイクル 

写真提供：恩納村企画課 

水中スキルチェックの様子 認定員トレーニング受講者のみなさん 
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(4) 生物多様性の基盤環境に関する過去から現在の変化 1 
① 陸域環境基盤の変遷  2 

過去から現在の土地利用や河川河岸の変化は、下記のとおりです。 3 

   4 

1961 年（昭和 36 年）頃の土地利用区分  2021 年（令和３年）頃の土地利用区分5 

  6 
県全体の土地利用区分の変遷       県内２級河川の河岸区分の変遷61 7 

 8 
県全体の土地利用は、水田が大幅に減少し、その他農用地は微減傾向、森林は減少傾向か9 

ら近年は耕作放棄地の増加もあってやや増加傾向、建物用地とその他の用地は一貫して増加10 
傾向となっています。 11 
河川については、ダム建設によって貯水池が大幅増、河川改修によって人工護岸が大幅12 

増、自然河岸は大幅減、特に中下流域は一部の島嶼を除いて見られなくなってきています。13 
河川改修と水田減少が相まって、浅止水性・緩流性の種の生育・生息基盤が減少しているこ14 
とがうかがえます。 15 

 
61 平成２６年度自然環境再生指針(仮称）策定事業委託業務統合報告書（2015 沖縄県） 
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 1 
沖縄県における下水道普及率の推移（昭和 47～令和５年度）62 2 

 3 

 4 
県内の主な河川の水質の推移（昭和 53～令和 5 年度：㊤ＢＯＤ、㊦環境基準達成率）63 5 

 
62 令和 6（2024）年度 下水道のあらまし（沖縄県） 
63 水質測定結果（沖縄県）、公共用水域水質データ（国立環境研究所）より作成 
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下水道事業は、昭和 39 年より沖縄市から始まり、平成 20 年度には都市下水路の整備が完1 
了しています。下水道の普及率は平成 28 年度には 70％に達しており、以降横ばいとなって2 
います。 3 
県内の主な河川における BOD（生物化学的酸素要求量）値は、昭和 56～61 年頃をピーク4 

に減少傾向にあり、水質は改善傾向にあります。また、生活環境の保全に関する環境基準5 
（BOD）の達成率は、昭和 53年以降良化傾向にあり、平成 14年度以降は 85％以上が達成さ6 
れていることから、良好な水質環境が維持されています。 7 

 8 
ＰＦＯＳ（有機フッ素化合物）環境実態調査結果の推移（平成 28～令和 5年）64 9 

 10 
沖縄県が調査を開始した平成 28 年以降の湧水・河川等のＰＦＯＳ（有機フッ素化合物）等11 

の調査結果は、変動はあるものの概ね横ばい傾向です。普天間及び嘉手納飛行場周辺の湧水12 
等については、同飛行場が汚染源である可能性が高く、引き続き国や米軍に対策等を求める13 
必要があります。 14 
 15 
 16 

 
64 「有機フッ素化合物環境実態調査の結果（平成 28～令和 5 年度）」沖縄県）より作成 
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 1 

部門別二酸化炭素排出量の推移（平成 17～令和 3年）65 2 
令和３年度の県内の二酸化炭素排出量は 1,032 万 t であり、平成 25 年度の排出量 1,177 万3 

t と比較して約 12％減少しました。平成 25 年度横ばい傾向でしたが、新型コロナウイルスの4 
影響で経済活動が鈍化したことにより令和２、3年度は減少しました。 5 
 6 

 7 
沖縄県の自動車保有台数及びレンタカー許可車両台数の推移（昭和 44～令和 5 年）66 8 

 9 
県内の自動車保有台数及びは年々上昇し、令和 5 年には昭和 44 年の約 12 倍になりまし10 

た。また、沖縄を訪れる観光客の移動手段はレンタカーが最も多く、レンタカーの許可車両11 
台数は増加傾向にあり、令和 5 年の車両台数は、平成 11 年の約７倍に増加しています。 12 

 
65 「地球温暖化対策実行計画進捗管理報告書（2021 年度実績）」（R6.3 沖縄県）より作成 
66「業務概況」（沖縄総合事務職陸運事務所）より作成 
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 1 
ヤンバルクイナ・イリオモテヤマネコの交通事故発生件数の推移（平成 7～令和 6 年）67 2 

 3 
沖縄北部地域や西表島では、ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコなどの希少な動物のロ4 

ードキル（交通事故）が平成 7 年（イリオモテヤマネコは昭和 53 年）以降報告されており、5 
発生増加～発生多数維持傾向にあります。県や道路管理者等により、道路標識やアンダーパ6 
スの設置、普及啓発活動等の各種対策が進められていますが、より一層の対策強化が必要で7 
す。 8 

 9 
沖縄島北部地域のマングース捕獲数等の推移（平成 12～令和 4年）68 10 

 11 
マングースは、明治 43（1910）年に沖縄島に移入され、分布域の拡大に伴い、ヤンバルク12 

イナなどの希少な在来種の分布域の縮小や生息数の減少が明らかになりました。このため、13 

 
67 やんばる野生生物保護センター、西表野生生物保護センターウェブサイト他より作成 
68 「令和４（2022）年度沖縄島北部地域におけるマングース防除事業の実施結果 及び令和５（2023）年度

計画について（お知らせ）」（環境省 沖縄奄美自然環境事務所 報道発表資料） 
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平成 12（2000）年度から沖縄県が、平成 13（2001）年度から環境省がマングースの防除事1 
業を開始しました。令和４（2022）年度の捕獲数は、最も捕獲数の多かった平成 19（2007）2 
年度（619 頭）と比べると 10 分の１程度となり、沖縄島北部に限れば、マングースの個体数3 
及び分布域は順調に縮減していると考えられます。 4 

 5 
一般廃棄物の排出量及び最終処分率の推移（平成 4～令和 5年）69 6 

 7 
産業廃棄物の排出量及び最終処分率の推移（平成 11～令和 5年）70 8 

 9 
 一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量及び最終処分率は、ともに減少傾向～横ばいを維持し10 
ています。今後、人口についてはゆるやかに減少に転じるものの、観光客の増加等に伴う事11 
業系一般廃棄物や産業廃棄物の排出量の増加が予測されることから、さらなる中間処理や資12 
源化（リサイクル）の充実を図る必要があります。 13 

 
69 「廃棄物対策の概要（令和 8 年 3 月版）」（沖縄県）より作成 
70 「沖縄県産業廃棄物実態調査フォローアップ調査報告書（平成 26～令和 6 年度）」（沖縄県）より作成 
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 1 
不法投棄の件数及び総重量（推定）の推移（平成８～令和 5年）71 2 

 3 
平成 8 年以降の不法投棄の確認件数は、増減を繰り返しながら近年は横ばいであり、令和4 

5 年度末時点において、その 9 割が全量撤去されていません。総重量（推定）は、過去 10 年5 
間増加傾向にあり、対策の強化が必要です。 6 
  7 

 
71 「沖縄県不法投棄実態調査報告書（平成 26～令和 4 年度）」沖縄県）より作成 
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② 海域環境基盤の変遷 1 
過去と現在の海岸、沿岸域の変化は、下記のとおりです。 2 

      3 

1961 年（昭和 36 年）頃の海岸線の自然度  2020 年（令和 2 年）頃の海岸線の自然度 4 

   5 
  県全体の海岸線の自然度の変遷72    県全体の砂浜・海岸林の延長・幅員の変遷 65 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
県全体の海岸線は、海岸整備や埋立事業の進展に伴い、人工海岸が増えている一方で、自14 

然海岸が減少しています。砂浜（人工ビーチ除く）や海岸林も減少しています。 15 
 16 

  17 

 
72 平成２６年度自然環境再生指針(仮称）策定事業委託業務統合報告書（2015 沖縄県） 
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砂浜延長合計（km） 海岸林延長合計（km）

砂浜幅員平均（m） 海岸林幅員平均（m）

※国土変遷アーカイブ空中写真閲覧（国土地理院）

等をもとに海岸保全区域計 353 箇所の砂浜の延長

及び幅員（代表断面）を計測したもの 

※砂浜の幅員は、空中写真撮影時の干満の状況によ

って変化するため、計測結果は参考値 

海岸線の自然度は、下記定義により海岸への工作物の

設置状況から分類したもの 

〇自然海岸 ：海岸(汀線とその近傍)を工作物の設置状況

から海岸(汀線)に工作物が存在しない海岸 

〇半自然海岸：潮間帯(高潮海岸線と低潮海岸線の間)に

は工作物がないが、後背海岸(潮間帯の背後にあり波

の影響を直接受ける陸地)には工作物が存在する海岸 

〇人工海岸 ：潮間帯に工作物が設置されている海岸 



 

72 
 

 1 

  2 

※2000-2012(H12-24)については、1998-1993(S63-H5)の面積から埋立てによる消失域のみを除いた暫定値 3 
県全体のサンゴ礁面積の変遷 県全体の藻場・干潟面積の変遷73 4 

 5 
サンゴ礁、干潟、藻場、いずれも埋立等の影響を受けて、減少傾向にあります。 6 

 7 

 8 
県全体の簡易遊泳観察法によるサンゴ被度の変遷74 9 

 10 
県全体におけるサンゴ被度は、1980 年以前は断続的でサンゴ被度の変遷の詳細ははっきり11 

しませんが、1972 年には、サンゴ被度は平均値、中央値共に 40％を超え、第三四分位値が12 
60％を超えています。しかし、1972 年の調査がオニヒトデの大発生がおこっている時期に13 
調査されていることを考慮すると、1970 年代以前のサンゴ被度は 1980 年から 2010 年まで14 
のサンゴ被度よりも高かったと考えられます。1970 年から 2010 年にかけての長い期間でみ15 
ると、沖縄県全体のサンゴ被度は減少傾向にあると考えられます。 16 

 17 
  18 

 
73 平成２６年度自然環境再生指針(仮称）策定事業委託業務統合報告書（2015 沖縄県） 
74 平成 23 年度 サンゴ礁資源情報整備事業報告書（2011 沖縄県環境生活部自然保護課） 
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 1 

 2 
赤土等年間流出量の推移（平成 5～令和 3 年度）75 3 

 4 

 5 
海域の環境基準達成率の推移（昭和 53～令和 5 年度）76 6 

 7 
令和 3 年度の赤土等流出量は年間 24.6 万トンと推定され、「沖縄県赤土等流出防止条例」8 

施行前の平成 5 年度と比べてほぼ半分に減っています。平成 13 年度以降は、開発事業から9 
の赤土等は減少しており、農地由来の赤土等の流出の削減が課題です。 10 
県内の主な海域等における生活環境の保全に関する環境基準（COD）の達成率は、昭和 5311 

年以降、昭和 54､62 年度及び令和４年度を除いて 80％以上を保っており、良好な水質環境が12 
維持されています。 13 
 14 
  15 

 
75 「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画 最終評価（概要版）」(沖縄県 令和 4 年 9 月) 
76 水質測定結果（沖縄県）、公共用水域水質データ（国立環境研究所）より作図 
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 1 
沖縄県における土地面積の増加量の推移（累計：昭和 63～令和 6 年）77 2 

 3 
沖縄県の昭和 63 年の面積を起点とした面積の増加量（累計）は、平成元年以降、平成 194 

年にかけては年々増加しており、以降も大きく増加する年があります。令和６年時点におけ5 
る増加量は、1,930ha であり、埋め立て等の土地造成によるものと考えられます。 6 

 7 

 8 

海岸漂着物回収量（地域別）の推移（平成 22～令和５年度）78 9 
平成 22 年以降、県や市町村が回収した海岸漂着物（海岸に漂着・散乱しているごみ）の10 

量は、平成 23 年が 8,433 ㎥（1,280 トン）と最も多く、13 年間の平均は 3,758 ㎥（498 ト11 
ン）です。年変動が大きく、４割が八重山諸島で回収されています。 12 
 13 
 14 

 
77 国土地理院資料より作成 
78 「廃棄物対策の概要（平成 27 年、令和 6 年版）」（沖縄県）より作成 
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(5) 自然と人の関りの変化 1 
① 生物文化について 2 
生物多様性について聞かれたとき、人にそれを説明することはできるでしょうか。聞いた3 

ことはあってもなかなか説明できない人が多いのが現状にあります。しかし、多くの人が生4 
物多様性をもっと近くに感じなければ、その保全も難しいものです。そこで、生物多様性を5 
身近なものとして認識するためのツールの一つとして「生物文化」を紹介します。 6 
沖縄県の人々は、自然の中で、自然とともに暮らしてきました。その中で、自分たちの周7 

りの動植物に方言名をつけ、様々な形で利用してきました。これらの方言名や利用法は、暮8 
らしに活かされる知識や知恵として先祖代々引き継がれてきたものであり、島の人々の文化9 
といえます。このように動植物とつながった文化のことを生物文化と呼んでいます。 10 
 11 
② 生物文化の事例紹介 12 
生物文化の事例をいくつか紹介します。 13 
■沖縄島北部での樹木の活用 14 
沖縄島北部にはいろいろな種類の樹木がみられます。これらの中には、琉球王国時代から15 

建材等に利用されてきたのも含まれます。 16 
◆オキナワウラジロガシ（カシ、カシギー：一般的な方言を示します。以下同じ。） 17 
オキナワウラジロガシは、首里城の柱に、硬い芯の部分は棒術用の棒、斧の鉄の部分との18 

接合などに使われました。 19 
◆イタジイ（シージャーギー） 20 
山で多くみられるイタジイは、戦後も建材、薪として利用され、地元ではイタジイの実を21 

生で食べ、また御飯にも混ぜて食べたといいます。 22 
◆シマミサオノキ（ダシカ、ダシチャー）、アデク（アリク） 23 
シマミサオノキは硬くなる性質を利用して杖や茅葺家の屋根道具（ヤーフキバイ〈屋根葺24 

き針〉）に、アデク（アリク）は硬くてよくしなる性質を利用して、鍬や斧の柄などに利用し25 
ていました。 26 
◆スナヅル（ニーナシカンダ） 27 
建材としてユニークな使われ方をするものとしてスナ28 

ヅルがあります。これを瓦屋根の漆喰に混ぜ粘りを出す29 
ために使っていました。また、アスファルト道路が普及30 
する前は、琉球石灰岩を砕いたもの（イシグー）を敷い31 
た道路でした。これを固めるのがスナヅルで、道の上に32 
置いて人や車などの往来で踏みつけて固めたといいま33 
す。グスク研究者によると、首里城の一角にその痕跡と34 
思われるものが残っているそうです。 35 
◆タブノキ（トゥムル） 36 
スナヅルと同じくクスノキ科に属するタブノキは、藍染の染料をつくる藍壺をつくる時に、37 

それを固めるのに使ったといいます。沖縄の線香（ヒラウコー）をつくるのにもタブノキや38 
ホソバタブ（コーガー）を使ったという話もあります。 39 
 40 

スナヅル（多良間） 
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■沖縄島南部や離島などでの樹木の活用 1 
沖縄島南部や離島では、海岸近くにアダン、植物が生育し難い荒れ地にソテツがよくみら2 

れます。 3 
◆アダン（アダニ、アダンバー） 4 
アダンの実は、以前は旧盆に供えていたことが多く、宮古では実の芯を食べたという事例5 

もみられます。葉は、薪の乏しい所では貴重な燃料であったり、また葉で草履も作ったりし6 
たといいます。気根（アダナス）は、裂いて縄を綯い、モッコ（オーダー）等を作ったとい7 
います。 8 
◆ソテツ（スーティーチャー、スティチ） 9 

ソテツは救荒植物としてよく知られており、食糧が乏しい頃は、その実や茎の部分を毒抜10 
きして食べたという事例が多く聞かれます。葉は虫籠をつくったり、また束ねて土間用の箒11 
をつくったりしていました。枯れたのは燃料としても使っていました。また、ソテツから綿12 
を取り出し手毬を作ったという話が各地で聞かれます。 13 

 14 
■薬草としての植物の活用 15 
植物は、暮らしの中の衣食住などいろいろな場面で利16 

用されています。薬草もその一つです。内用として、ム17 
ニンキケマン（ヌーマヌスバイフゥサ：方言の一例。ひ18 
らがな部分は 50 音では表せない部分）は、宮古では風邪19 
薬としてよく使われ、臭いが効用があったといいます。20 
ジュズダマ（シシダマ）は風邪などに効き総合薬として21 
利用していました。 22 
ヨモギは高血圧用として生で飲みます。ホソバワダン（ンジャナ）は胸焼けなどに生で利23 

用したといいます。また野菜としてもよく知られています。外用として、オオバコ（ヒラフ24 
ァグサ）の葉を火に炙っておできの吸い出しにしていました。ハマオモト（ハマユー）の茎25 
の薄い皮を傷口に貼っていました。ヘクソカズラ（ピーピーガッサ）は、宮古では神経痛な26 
どの痛いところに巻き付けていました。イトバショウ（ウー、バサー）は高熱が出たときに27 
茎（偽茎）を砕いてそれで頭などを冷やしました。那覇では、子供が熱を出すと東町の市場28 
にそれを買いにいったといいます。他にも色々な植物、根、茎、葉などを処理してそれぞれ29 
の症状に合わせて使い分けていました（多くは医学的な証明はされていません）。 30 
  31 

アダンの実（宮古島） 
アダンの気根とそれを裂いた 
繊維（池間島） 

ソテツの綿 

ソテツの綿の手鞠 

畑の側などに生育するムニン
キケマン（宮古島） 
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 1 
■生活の中の生きものとの関り 2 
動物は、子供たちのよい遊び相手でした。オキナワキノボリトカゲ（コーレーグスクェー、3 

アタク）は、口の中に唐辛子を入れて喧嘩させたといいます。ヤンマ類（アポープ、ターマ4 
ー）のトンボは、雌を囮にして雄を捕まえました。植物のネズミノオ（ゲージ）の穂先にミ5 
ミズやバッタをくくり、川でカニをとりました。ホウライチク（シマダキ）で鳥籠の罠をつ6 
くり、またはガジュマル（ガジマル）やモチノキ（ムチギー）などで鳥もちをつくり、メジ7 
ロを捕まえました。当時の子供たちは、いろいろな動植物を利用した遊びの天才といえます。8 
タニシ（ターンナ）、フナ（ターイユ）、ヌマガエル（アタビー）なども栄養源として食べて9 
いまいした。オキナワウスカワマイマイ（チンナン）は、食卓にもあがったという話もよく10 
聞かれます。当時は、いつでも肉類があるわけではないので、貴重なたんぱく源だったと考11 
えられます。 12 
 13 
③ 今後も生きものたちと楽しく関わっていこう 14 
現在、動植物の方言や利用について聞き取りをしていると、合わせて 500 件近くの事例が15 

出てきますが、明治生まれの方々はもっと知っていたかもしれません。生活環境の変化によ16 
り、自然と接する機会が減少し、それを体験してきた方々の記憶が記録されずに消失したの17 
も多いと思われます。事例でもあげられるように、方言と利用については、動物よりは植物18 
の方が多いのも特徴です。 19 
このように自然に寄り添って暮らしてきた先人たちの伝統的な知識や知恵は、自然観察や20 

シュノーケリング、山野草の採集、釣り、イザリなどの自然体験活動を通して、現代の私た21 
ちが生きものたちと楽しく関わるための大きなヒントを提供してくれるでしょう。これらの22 
知識や知恵を今後の生物多様性保全に活かしていくことが期待されます。 23 
  24 
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④ 自然との関りの変化 1 
沖縄県は多くの島嶼からなりたち、島という性格上、人々は限られた環境の中で暮らして2 

いました。このような環境下で資源を持続的に利用するために資源の管理を怠ることはあり3 
ませんでした。このことは、琉球王国時代にも山野が荒れた時期があり、その後に山の資源4 
を管理する杣山制度が始まっていたことからわかります。一方、資源の限られた沖縄島南部5 
や離島の住民等は、薪を利用する中で「生木を採らない」という慣習が自然に身についてい6 
ました。このように自然と人との関わりは、歴史の流れの中で、賢明な利用もありましたが、7 
非賢明な利用の時代もありました。これらを繰り返しながら現在へとつないでいるとみるこ8 
とができます。 9 
沖縄島北部の事例をみてみましょう。下の図の左側の写真は、1950 年頃の東村有銘の山の10 

斜面を利用した 段々畑です。戦後、しばらくは個人の人力を中心とした自然との接し方であ11 
りました。農作業は人力または牛馬を利用して農耕していたことが景観からもわかります。 12 
右側の写真では現在森林となっている箇所も以前は農地として活用されており、多様性第13 

1 の危機の視点から見ると森林性の回復と見ることができる一方、第 2 の危機の視点から見14 
ると、里地生態系の劣化との見方もできます。 15 

 16 

1950 年ごろと現在の写真の比較 17 
 18 

 19 
これまでは、主に集落近くでの林業や農業が行われ20 

ていましたが、技術が進歩し機械の力を得ると重機で21 
道をつくり、機械の力で伐採、運び出しまでできるよ22 
うになりました。右の写真のような車で伐採木を運搬23 
していました。 24 
それによって、奥山でも可能となった林業が戦後復興25 

に大きく貢献し、大規模な伐採を伴う森林開発（リゾー26 
ト施設の建設や農地開発・ダム・道路の建設など）も行われるようになった反面、動植物へ27 
の影響も増大したと考えられます。 28 
しかし、その後、1980 年代になって、ヤンバルクイナやヤンバルテナガコガネが相次いで29 

発見され、人々はこれらの保護へ目を向けるようになり、そして、行政や企業もそろって保30 
全に乗り出して来ました。 31 
やんばる国立公園等の保護区が設定され森林開発や利用を制限したことや、盗掘・密猟対32 

策として地元と協力しながら夜間林道パトロールを実施していることは、琉球王国時代の杣33 

1950 年代ごろの段々畑 
（沖縄県公文書館所蔵） 

現在の様子 

（段々畑は見られない） 

 

伐採木の運搬に利用した米軍払い下

げ車両（与那覇岳北側；1972 年 10 月

撮影） 
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山制度を思い起こさせます。 1 
林業は、伐採面積の小規模化や収穫跡地の造林による循環2 

利用が促進され、森林資源は大幅に増加しました。近年で3 
は、人力時代の林業も参考にしながら、環境保全と効率性を4 
両立する帯状択伐施業なども試行されています。 5 
生物多様性条約、SDGs などの新しい取り組みが出てきた6 

ことからわかるように、現在は、生物多様性の保全、保全しながら持続的な利用をするとい7 
う、新しい時代に入っています。生物多様性の保全について考える際には、人々の関わりが8 
重要であることも忘れてはなりません。過去の賢明な利用、非賢明な利用に学びながら、保9 
全を考えることも必要です。生物と人々との関わりを考える一つの方法（ツール）として生10 
物文化があるといえるでしょう。 11 
また、産業の変化をみても自然とのかかわりの変化を知ることができます。1972 年（昭和12 

47 年）には第一次産業の就業者数が 6.1 万人であったところ、2024 年（令和 6 年）には 2.713 
万人に減少しています。また第三次産業の就業者数は増加していることから、第一次産業の14 
就業者数の割合は、17％から 3.5％にまで減少しています。 15 

 16 

 17 
産業別就業者数の変化79 18 

 19 
農業の中でもその形態が変わっており、昭和 36 年と平成 21 年の水田の分布をみると明ら20 

かに減少しています。水田は、水生昆虫の貴重な生息地になっていたことから、水田の減少21 
によって多くの水生昆虫は絶滅の危機にさらされています。これは、レッドデータおきなわ22 
の昆虫類をみると明らかです。昆虫類の掲載種数のほぼ半数にあたる 54 種が水生昆虫となっ23 
ています。この原因は、水田の消失だけではありませんが、人と自然の関わりの変化が引き24 
起こしたものであると考えられています。 25 

 
79 沖縄県労働力調査 産業別就業者数の結果をもとに作成 
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また多くの中下流河川は、コンクリート護岸や河道拡幅による草木の繁茂により、人が近1 
づきづらくなってしまいました。川遊びなどの人との関りも少なくなったと考えられます。 2 

  3 
水田分布（昭和 36年）           水田分布（平成 21 年） 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

  21 
 22 

河川中下流の変化（護岸や河道拡幅による草木の繁茂により近寄りがたい） 23 

1960 年ごろの久米島。水田 現在の久米島。サトウキビ畑 

 

県全体65.7㎢ 
県全体12.4㎢ 
(S36 の 19％) 

13.5 ㎢ 
3.2 ㎢ 
(S36 の 24％) 

25.9 ㎢ 

0.8 ㎢ 

25.5 ㎢ 
7.7 ㎢ 
(S36 の 30％) 

0.0 ㎢ 
(S36 の 0％) 

1.6 ㎢ 
(S36 の 6％) 

現在の河川中下流（宮良川） 

※淡水域は水際～水面までパラグラス繁茂 

現在の河川中下流（安謝川） 

※汽水域のため草木は繁茂していない 

狭く蛇行した瀬や深い淵の多い川遊びのできる河川 

 

河川改修により、広く浅い直線的な人工護岸の河川 
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